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、
第
坑
お
よ
ひ
第

叫
慌
に
に
め
り
れ
た
行
為
に
げ
ち
公

テ
つ
権
列
z
ぜ
も
っ
。

／ 
｝ 

九三」
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"' 

柏
町
～
！
刈
的
緊
急
の
場
へ
U

で、

M

映で什」

ι
よ
っ
て
止
撚
M
M
に
の
探
索
ま
た
は
保
全
が
山
害
さ
れ
る
子
：
れ
が
あ
…
γ

？
と
思
料
す
る
ト
分
三

畑
一
山
が
あ
る
場
台
に
は
、

山
恨
出
不
｛
口
は
、
弁
義
人
に
、

ー
い
ず
れ
に
げ
て
も
待
機
に
心
じ
た
：
円
加
を
つ
っ
た
ム
比
三
、
マ
J

-" 
訓 J

芝
川
刻
以
下
で
も
尋
問
、
険
一
一
日
ま
た
は
対
話

jpひ
つ
こ
と
が
さ
き
る
、
こ
の
丘
門
知
は
、
被
祭
官
い
か
枚
一
R
を
行
三
ノ
川
崎
止
で
、

mrvm斗
の

出
跡
そ
の
他
の
物
的
状
態
が
党
J

一
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
忠
利
す
る
分
な
川
崎
叫
が
あ
る
場
合
に
は
、
省
略
す
る
戸
」
ζ

が
で
き

る
つ
い
ず
れ
の
場
ι
に
も
、

弁
護
人
に
は
参
加
の
権
利
が
あ
る
υ

法
r
i
z（
に
え
げ
の
ら
れ
た
方
λ
に
J
り
子
続
を
一
行
う
場
合
に
は
、
検
察
官
は
、
怖
い
品
川
の
制
裁
の
4
4
j
r
、
ご
の
よ
う
な
例
外

が
認
め
ら
れ
る
攻
由
お
払
び
刊
か
の
十
り
式
を
え
体
的
に
以
下
さ
白
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
れ
九
に
参
加
す
る
蓄
に
は
、
ー
ふ
認

ま
に
は
非
承
認

の
品
川
不
な
一
o
J
Q

ご
と
が
議
じ
ら
れ
る
c

弁一計内
a

ん
は
、

行
為
心
夫
被
に

fyら
会
う
場
合
に
は
、

に
、
請
求
、
訟
は
お
よ
び
沼
山
F
P
印
し
げ
一
て

る
こ
と
が
℃
ふ
る
＼
こ
れ
に
つ
い
て
は
YA
刑
事
闘
に
づ
」
立
戒
さ
れ
る
一

こ
こ
む
片
山

恰
状
祭
引
一
〕
に
よ
る
被
疑
者
の

」山マョ川叫

は
、
弁
護
人
に
げ
人
一
品
絡
が
門
U
F
Z
U守
さ
れ
る
授
に
什

T
絞
の
っ
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い

る
わ
け
己
あ
る
が
、
可
枚
数
〕
祭
同
一
に

k
る
「
佐
川
易
事
f
h聴
取
一

ぞ
れ
が
「
£
要
的

mh
も
の
と
さ
れ
て
い
る
わ
J

り
で
は
な

、
被
印
乳
u
f
t
の
骨
柄
引
d

拘
同
仇
さ
れ
て
い
必
い
均
一
九
円
に
m
ほ
っ
一
と
で
町
一
あ
る
が
、
「
尋
問

JY
刊
は
労
災
山
収
只
に
安

F
F

る
」
と
い
小
’
で
ぎ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
刑
訴
一

t
o条
喧
）
ν

こ
の
点
、
現
行
刑
訴
法
目
、
当
初
、
同
法
の
y
J
一
法
委
任
決

、1
r

u

h

、。

L

f

j

 

久
本
ム
仁
号
が
、
「
司
法
J
V
J
b
m
職
H

れ
は
、
！
内
疑
ァ
と
ニ
叩
問
ιι

の
対
震
の
よ
女
伴
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
ピ
］
の
規
y

／＼一

2J法
楽
担
八
平
有
に
命
じ
し
い
た
の
を
受
け
て
｜
｜
「
尋
問
」
を
、
検
察
JCが
J

川
法
警
察
杭
川
い
い
に
f
d任
」
；
る
、
」
と
の

C
ぎ
る
行
為
か

九
九
午
の
刑
訴
法
一
六
条
心
改
U
に
よ
う
て
こ
れ
が
臼
め
つ
れ
る
戸
」
乙
に
江
3

ん

5
2ゐ司令
υ

ーもっ
Y

コへオ｝
i

＼
i

〆

fl
、、一、
λ

1Ris－
－
】

L
J
J！
1

J
b
、
こ
の
被
一
見
者
の
一
尋
問
」

の
可
作
一
併
終
判
員
へ
の
安
打
は
、
被
疑
者
乃
v
J
1
柄
が
リ
拘
束
さ
孔
て
い
白
い
場
ム
日
い
の
p
丹
市
、
「
れ
、

；：、：OGc 9' ［似]<o，主？） 56 !.3 122) '8' 

~ ?: 
よす

v、
ユエ
り



れ
に
し
て
も
こ
の
場
与
口
は

弁
義
人
の
斗
会
い
が
必
安
的
と
さ
れ
て
い
る
什

十
ぺ
の
出
品
｛
止
は
、
検
察
，
口
の
側
か
、
つ
い
松
山
疑
さ
い
尋
問
を
行
、
、
場
合
に
つ
い

被
校
長
↓
は
白
、
り
検
祭
官
の
も
し
yf

ザ句、込山

イタ Jγ11;1'J'#c千百iLJこ〕ける岐令域医こよ；s被H甘）｝つのfO:；ポ主主取［枇

に
赴
い
て
H
h
注
を
行
v

こ
と
も
で
き
る
ν

こ
の
場
〈
け
を
、
「
苓
問
と
ほ
別
、
）
C
J
H
N冗
的
山
肌
（
七
2
2
E
E
E主
4
c
c
z
z三
し
〈

川
町
び
、
そ
の
千
続
ピ
つ
い
て
は
、
問
ー
ホ
法
二
；
］
阿
条
子
こ
れ
を
定
め
て
い
る

第
三
七
四
条
｛
自
党
的
出
頭
）

川
口
己
に
対
し
し
授
公
；
ゃ
ん
七
わ
れ
て
い
々
、

τ）
を
知
っ
た
者
は

枚
い
仇
小
〆
円
の
ー
も
と
に
凸
…
山
γ
〆

ー
ハ
主
ど

41EHaJ／一宵
r
b
o

J
i
、
J

J

ノイj
v

芹
一
ホ
イ
ル
干
』
ノ
f

祉
阿
波
事
実
が
r
ゴ
命
的
に
山
I

頭叶
u
J
Q
苔
に
対
し
て
告
げ
ら
れ
に
山
支
刊
に
は
、
被
疑
者
ば
晶
子
仰
を
F

心
η

こ
と
が
で
き
、

下一川ソート

i

J

L

 

う
に

L
て
な
ゴ
ハ
れ
l
f
八
行
為
は
、
そ
の
効
栄
に
お
い
て
弓
問
、
ニ
バ
ぬ
に
妹
、
わ
れ
る
n

f
の
場
合
に
も
、
第
ハ
パ
タ
木
、
第
六
万
粂
お
d

び
第
ヱ
ハ
川
叶
条
の
河
J
疋円九
J
F
I
用
さ
れ
る
U

山
先
的
山
山
川
点
以
、

川
北
九
処
分
の
沼
市
吉
弘
け
な
い
一

以
の
よ
沿
っ
な
捜
査
機
関
に
よ
る
被
疑
者
か
ら
の
引
述
花
取
手
続
？
っ
か
ら
、
討
、
伝
竺
一
察
H
R
に
上
る
簡
易
事
情
fb取
、
店
先
的
決
述
mu

ぷ
収
、
り
ご
し
て
、
検
祭
d

パ
口
に
よ
る
尋
問
に
つ
い
こ
は
、

同
氏
第
一
パ
治
以
前
一
挙
に
｛
疋
め
る
h
h

式
に
上
る

「
調
書

ぐ

2
r
h〕一
命
｝

の
作
成
hr

公
判
叫
一
一
外
で
行
わ
れ
る
身
柄
拘
束
中
心
者
の

英
首
問
づ
け
、
り
れ
て
い
る

（
川
訴
ヤ
い
一
U
七
条

ミ宇
i叶

一
七
一
条
）
r

六
、
り
に
、

一
！
万
九
有
什
八
月
一
八
ー
の
法
律
第
一
一
一
ピ
ヱ
ケ
仏
っ
て
導
入
さ
れ
た
刑
訴
法
一
凶
一
条
の
二
に

よ
り
、
そ
れ
カ
い
か
な
勺
泊
l

類
の
身
柄
拘
取
で
あ
る
か
ま
問
わ
ず
、

Z

の
一
「
べ
て
の
涼
立
け
ま
zJ
一
日
銀
閣
が
義
務
つ
け
、
つ
れ
て
い
る
－

5
2コ
c
m
E
C
Z）
）
れ
つ
い
て
目

の
場
合
に
は
、
ヰ
ノ
十
L
J
I
L
調
4
7

ハ
も
作
4

寂
さ
れ
、

録
一
刊
の
反
訳
は

引
事
者
心
一
川
ぶ
が
あ
》
た
ぬ
ム
円
に
の
み

pσね
れ
る
も
の
乙
さ

れ
て
い
る
υ

附
壮
士
判
断
判
均
一
に
よ
る
波
疑
者
か
ら
ク
併
辺
JR恥
は
、
主
本
的
に
川
事
訴
権
行
使
l

目
的
で
一
七
わ
’
れ
る
も
り
で
あ
る
古
ら
、
そ
の
結
果

:1:,)(}(lt？：日 ＇｝ 12'.]: "''' :2〔＇JG,9 ] 



"' 
科
ら
れ
た
供
山
一
口
一
同
人
を
絞
合
人
1
J
j
る
公
判
に
お
け
る
使
用
川
可
舵
い
い
は
以
則
J
し
て
，
内
定
さ
れ
る
ぷ

へ
日
川
訴
斗
一
…
凶
条
）
、
引
川

説
法
五
（
り
＝
条
お
よ
び
h
u

一
条
は
、
こ
の
原
則
に
対
す
る
例
外
な
認
め
己
い
る
す
な
わ
一
%
、
「
弘
人
引
事
さ
」

り
に
こ
も

b

：
J
 

-" 
訓 J

る
被
ι
口
人
ぷ
人
か
ら
司
法
合
日
常
識
員
お
よ
び
J

慨
し
庁
凶
に
よ
っ
亡
拠
出
門
戸
的
で
採
求
手
れ
た
は
h

い
刊
に
は
、

川パい限
ι
一
円
人
凶
身
が
公
判
廷
に
ふ
点

い
て
供
述
7
r
，G
場
九
「
に
は
、
山
田
示
則
一
じ
て
、
吋
人
の
公
判
廷
仁
の
計
百
の
全
部
主
ん
に
は
一
一
引
を
弾
対
一
ヲ
る
た
め

の
使
用
1
f
h
r
J計
さ

れ
な
い
日
小
、

川月一九
T

内川J
V

」、

i
j
t
f
e
 

、
平
パ
世
山
人
が
白
人
以

「枚何小川
h
ま
h
f

は
絵
↑
出
店

H
q一人女打竹内
h

世
帯
づ
き
J

門
川
出
竺

um戦
口
に
よ
り
採
取
さ
れ
た
供
述
で
、

権
を
’
H
L
て
い
た
も
の
i

に
つ
い
て
は
、
安
質
祉
拠
と
し
て
の
使
用
が
一
許
さ
れ
る

刑
訴
ぶ
心
一
粂
一

川
地
方
、
被
告
人
が
、
欠
内
中

作以判寸、
P

ム
小
山
川
川
出
、
被
害
人
質
問
を
受
け
る
こ
と
の
し
ん
j

吉
に
士
川
、
一
ゲ
リ
リ
廷
に
お
い
て
供
述
）
な

ρ
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
当
事
者
の

前
主
に
よ
り
、

予
備
照
査
ま
た
は
下
師
寺
述
に
お
い
て
被
門
人
が
検
察
官
、
検
察
官
の
委
征
中
一
1
1
円
に
司
法
的
む
不
戦
当
ま
た
は
裁

1
官

ご！
J
J
L？
と

1
2
二
円
ヘ
ボ
ご
一

l
t
f
J
J
J
f
；
i
 、、、リリリ寸川打
i
J
じ
じ
斗
1

rケ
手
十
t
T
J
J
F

（
刑
訴
f
仏
一
条
項
一
c

か
認
め
ら
れ
る
一
一
と
に
な
る

' ・" 
と
こ
ろ

f
、
問
雨
、
有
に
み
た
」
う
な
／
タ
リ
ア
現
行
軍
…
長

T
続
に
お
け
る
捜
査
機
関
に
よ
る
姥
疑
者
か
ら
の
浜
込
深
以
に
問

す
る
持
制
度
の
原
型
は
、
川
刑
訴
は
時
代
の
関
連
諸
制
皮
に
ぶ
め
ら
れ
る
J

収
行
川
J

Y

州
民
が
定
め
る
川
叫
ん
け
続
問

r
よ
る
被
疑
者
か
ら
れ

日h
述
採
取
の
制
度
の
県
本
的
枠
組
は

一
九
一

oh
の
い
わ
ゆ
る
け
ヴ
コ
ム
以
典
（
の
っ
と
見
出

2
2）
時
代
に
お
け
る
同

h、

制
収
お
F
O

ぴ
牧
次
内
わ
L

つ
て
な
さ
れ
た
メ
の
改
市
の
過
将
で
ほ
と
ん
ど
出
以
く
し
て
い
る
と
い
っ
f
ト
h
過
一
円
で
は
な
い
の
で
あ
る
d

そ
の
志
味
で
、
現
行
制
浸
の
迎
じ
て
］
わ
ず
い
封
一
解
す
る
た
め
に
目
、
そ
の
恒
支
的
な
枯
草
に
関
す
る
知
識
が
不
叫
欠
で
あ
る
c

他
方
、
イ
タ
j

ア
川
刑
訴
法
に
お
け
る
捜
在
機
関
に
ζ

る
！
俄
統
芸
か
、
り
の
供
述
派
以
い
関
ト
う
る
制
授
の
汝
遂
の
過
科
そ
れ

H
体
ピ
つ
い
て
も
、

j
l
L
 

K
V
而
A

い

' 

一
押
叫
羽
化
が
達
成
予
れ
た
つ
の
例
と

L
て
、
そ
れ
を
支
え
る
述
念
や
切
で
の
背
口
引
に
あ
一
っ
た
政
治
的
事
情
を
総
介
す
る
こ
こ
に

も
｜
｜
〆
ピ
リ
れ
い
け
、
情
日
吋
機
関
に
よ
る
被
疑
者
か
ら
の
供
述
採
れ
の
手
続
的
規
制
の
あ
り
方
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
わ
が
国
に
お
い
て

は
ー
ー
芯
は
が
為
ろ
う
。
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門
て
こ
で
、

不
稿
で
は
、

fhγ
り
ア
、
り
旧
判
訴
沃
卜
に
お
い
て
、

と
り
わ
け
同
法
塾
長
ハ
職
員
お
よ
び
検
察
’
口
恒
子
存
開
始
訴
の

1
F
給

授
一
立
」

の
環
上
y

し

の
と
さ
れ

E
い
L

人
被
疑
乏
か
り
の
供
涜
採
反
り
法
的
阿
賀
、
内
容
、

の
機
能
が

い
か
な
る
発

想
の
ち
二
山
一
開
示
さ
れ
、
ふ
れ
が
y
の
ょ
っ
に
制
川
崎
の
具
体
的
内
容
に
反
喚
さ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
レ
て
、

ど
り
な
が
コ
紹
介
・
検
し
刑
ず
る
こ
こ
に
し
ん
ぶ
。

イタ Jγ11;1'J'#c千百iLJこ〕ける岐令域医こよ；s被H甘）｝つのfO:；ポ主主取［枇

そ
の
旧
作
ん
的
な
沿
呂
を
た

｛日
E
l同一～、ふささミ
E
ミ
晶
、
三
守
、
さ
え
三
之
さ
、
ミ
三
郎
、

32vhM之
、
ミ
ミ
ミ
E
Z
r
R
3
2
：
Mmrm
～
～
、
町
、
＼
ミ
泳
、
3
f
fプ
Jい
℃
走
vA

－7
一
／
夕
刊
ア
刀
羽
多
川
区

ftγ
一
打
け
る
悶
で
は
桜
凶
に
よ
る
被
疑
者
か
ム
の
供
出
採
山
P
J
U
杭
の
制
注
心
杭
要
？
っ
い
之
は
、
乙
丹
空
三
克
明
↓
わ
と

阿久ご
E
C
2
2
F
5～2
きたこ王町、、
E
h
z
h
弘
之
、
ミ
ヘ
ミ
三
九
三
号
、
E
九え＼ヘ旬、内
9
2
2ミ
hcEvTLS～へら九三九と一
Z
F
E
へとさ
h
h
r
F
戸
山
、
ユ
ニ
切
の
完
ろ
か
」
帯

出
ul
パよ不一
J
A丸
献
L

ゾ
」
花
、
松
川
止

1
1被
疑
判
取
剖
べ
と
が
ハ
詐
九

υ
拾
い
一
々
入
ノ
サ
立
号
一
ウ
ハ
〉
年
一
じ
凶
弘
、

M
F河
裁
判
所
事
務

松
J

吋
『
同
市
計
参
議
制
沼
／
旬
ノ
リ
γ
編
』
一
法
官
j

八
品
、
↓
つ
ハ
凶
年
、
）
f
j
一
R
Uて
、
門
出
佼
一
お
而

γ
保
吉
ば
長
包
条
川
川
一
イ
タ
リ
ア
h

ミ
一
ぶ
マ
一
十
刊
川
手
弁
此
型
町
一
二
、
ご
い
十
1
4一
川
九
只
台
安
田
い
一

（
三
乙
れ
は
、
ん
へ
八
午
の
刑
訴
法
ダ
f

刑
法
案
心
開
市
肯
に
よ
る
分
却
さ
も
あ
る
（
F
f
y
d
h氏
、
そ
h
弘
之
、
柱
、
句
、
コ
亡
」
2
C
C
2
2
f円
三

Y
7
x
x
ノ

f
h
N
E
E刊誌へヘル
h
p
、
人
ド
モ
3
3
礼町、、氏、ミ
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述
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述
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収
魚
方
法
一
♂
）
位
置
づ

け
る
見
解
が
汁
立

vr
パ
v
A
G
U、
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
わ
ぷ
同
で
い
一
ノ
と
ミ
ろ
乃
1

弁
解
品
取
L

と
「
取
調
べ
」
に
吋
叫
す
る
主
め
と
iv
う

こ
と
も
と
き
ぷ
よ
さ
b
に
、
本
相
に
日

C
紹
介
ゃ
検
討
の
対
学
三
q
o，
寸
ケ
リ
γ

心
配
廿
丸
井
氏
、
山
い
て
は
、
～
r
A
2
茂
川
三
付
わ
れ
る

:1:,)(}(lt？：日 ＇｝ Iつu ぬi ＇？〔＇JG,9 ] 



松
山
人
ト
ほ
め
し
ふ
る
私
人
当
事
者
の
供
品
採
取
に
も
、
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↓
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、
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述
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仇
川
を
り
」
て
る
心
回
以
ず
し
も
。
／
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検
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＼
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司
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台
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司
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を
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＝
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／
伐
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d
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一
九
一
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一
年
九
成
立
、
ど
～
イ
タ
）
ア
の
山
川
訴
法
は
、
司
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秋
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、
仇
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を
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述
採
民
の
棒
限
を
定
め
亡
い
た
の
は

二
斗
灸
で
あ
る
υ

第
二
二
五
条
｛
簡
易
嬢
杏
（
ω
O
ヨ
ヨ
富
士
コ
告
由
ヨ
一
）
｝

同
↓
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ず
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収
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述
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荷
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荷
主
情
聴
取
ま
に
は
同
性
保
訟
、
検
祉
も
し
く
は
対
同
守
心
必
裂
は
行
為
ち
に
行
事
寸
こ
乙
か
で
き
る
。
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簡
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ら
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き
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述
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簡
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れ
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／
し
て
定
め
ら
れ
て
い
た
の
て
ぬ
る
わ
一
泊

少
な
く
し
r

乞
法
正
上
は
、
彼
疑
者
か
り
の
供
述
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司
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＼
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収
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収
菜
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司
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述
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司
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さ
れ
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さ
れ
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述
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舎
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h
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逮
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す
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吋

C
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品
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ず
る
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起
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い
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い
た
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は
、
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を
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／
「
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純
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は
「
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緊
ι
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行
店
摘
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及
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、
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さ
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司
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収
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収
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司
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さ
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さ
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叫
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司
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検
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仏
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司
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司
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検
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鮮
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司
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J

も
、
予
審
開
始
前
の
段
階
に
お
い
て
、
出
川
訴
比
九
日

一
一
合
条
が
乏
の
る
「
簡
易
校
長

の
コ
ミ
ム
め
ノ
心

簡
易
事
情
沼
瓜
l

を
行
う
ご
／
｝
か
誌
氏
ら
れ
て
い
ん
ヘ
の

包：
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と
こ
ろ
で
、
勺
時
、
川
は
時
］
付
行
員
お
よ
び
サ
ハ
和
凶
検
事
に
よ
る
「
僚
易
事
情
聴
取
」
に
お
い
て
は
、
絞
疑
者
の
ふ
護
人
心
立
会
い
は

認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
土
に

M

一
J

叫
川
の
刑
訴
法

一
一
一
斗
条
に
は
そ
の
ヒ
］
の
｛
止
め
が
な
く
、
司
法
衿
祭
UH
お
一
九
〉
共
和
凶
俄
明
ー
に
よ
る
「
陥

イタ Jγ11;1'J'#c千百iLJこ〕ける岐令域医こよ；s被H甘）｝つのfO:；ポ主主取［枇

M
却
担
宇
一

殺
に
、
「
段
術
的
。
同
一
門
的
防
御
の
保
障
宮
3
2
2
ハ一工一

t
z
p
z
Z
Z
E
E－
、
す
な
わ
い
色
、
弁
投
入
の

」

一

3

j
グ

L
中
小

f
i
l
l
p
t
 

，v
会
い
の
も
ζ

亡
の
防
御
地
仙
の
保
障
は
安
当
L
な
い
も
の
）
き
う
れ
に
い
コ
か
ら
と
あ
る
ロ
ネ
つ
乙
も
、
こ
の
守
ピ
闘
し
て
は
、
日
刑
訴

法
ゐ
一

h
条；
hI＼

笥
易
保
ヘ
斗
L

に
つ
い
て
も
、
「
「
町
桂
な
限
り
』
れ
叫
ん
予
審
に
閲
す
る
規
定
に
信
う
」
ピ
日
え
め
て
い
た
い
一
と
ド
問
料
ζ

ヨ

J
i
n
n
u九ーヒノ
ι
λ

ピ
f
L

、

U
M
J
r
u
f
J
 
正
式
子
存
は
お
い
て
伝
障
3
れ
γ
Q
弁
護
権
の
内
容
紅
一
判
か
、

寸
法
崎
〕
ぎ
討
に
よ

者
か
に
つ
の
供
述
採
取
り
手
続
に
も
志
烹
に
影
響
を
ヲ
え
る
り
能
性
が
あ
ペ
ー
た
か
ら
で
あ
｝
白
。
円
て
の
広
味
で
、
吋
同
の
二

h
条
の
起
己
円

ヲ
、
中
小
、

1
1
1
u
t
 

止
式
子
韮
に
お
け
る
什
一
一
議
権
の
伝
障
に
つ
い
亡
も
兄
7
、
お
く
必
要
h
r
占める
U

I')> 

ア
」

L
lれ
」
々
什
ソ

』

＝

i

川
卓
上
訴
権
（
u
h柿
ん
が
な
さ
れ
る
と

下
審
が
開
始
、
メ
れ
に
が
、
こ
の
よ
帯
の
場

出
刑
訴
法
に
お
い
と
は

と
呼
ば
れ
る

T
続
に
よ
〆
T
L

行
わ
、
れ
て
い

に
お
レ
て
、
被
告
人
か
ら
の

尋

こ
の
手
続

志
向
川
日
制
予
審
の

4
2汁
は
、
枚
判
小
f
」
）
は

桃
川
口
口
人
に

こ
人
£
主
的
一
定
し
、
弁
湾
人
選

E
隆
一
宇
佐
知
じ
た

人
お
い
て
は

子
高
判
事

？を

戸
川
利
一
日
一
ー
ハ
ー
ハ
条
＼

「
明
確
か
っ
ド

5
同

0
コロ門戸
J
F同
戸
時

h
H
m
v

公
許
事
実
お
よ
び
存
’
止
す
る
日
間
拠
1

乞
己
げ
よ
J

ム

ー、一

で
、
リ
級
生
下
人
に
弁
解
ど
行
い
、
日
己
に
有
利
な

tι刷
刊
を
不
「
ょ
う
犯
す
も
り
と
さ
れ
て
い
え
（
川
川
訴
一
六
七
条
一
J

ま
に
、
子
エ
品
川

山
市
ば
、
彼
青
人
が
尋
問

trι
リ
ー
し
供
出

べ
て
の
卒
中
人
お
、
丈
J

状
況
に
つ
い
て
何
本
一
を
行
う
義
政
判
玄
白
？
つ
も
の
γ
と
さ
れ
た

ヘ
川
刑
訴
一
ハ
八
条
て
他
方
、

同
法
は
、

川
初
、
↓

r寄
段
階
に
お
い
て
は
、

似
白
人
に
汗
投
入
選
任
権
を
保
障
）
て
は
し
た
止
の
の

（
川
刑
訴
一
一

C
悶
条
）
、

個
々
回
八
件
的
な
↓
y
審
行
為
へ
の
カ
殺
人
の
り
ム
ム
格
を
引
認
め
る
凶
口
の
え
の
は
い
b

い
て
い
立
か
一
っ
た
〉
引
時
、
↓
y

審
は
、
料
開

t
止
弐
的
な
性
店
パ
を
も
っ
手
続
ζ

し
て
注
解
さ
れ
て
い
た
こ
乙
本
あ
h
、
弁
護
九
に
は
、
三
月
1

問
L

を
は
じ
め
乙
ず
る
「
1
J

事
行
為
t

ヘ
け

v
ム
古
い
は
相
土
疋
さ
れ
℃
い
白
か
っ
た
り
で
J
V

り
る
。
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"' 
f
h付り
J
J

、
り
刻
中
干
絞
に
お
い
ず
、

L
汁
寸
i

、：
f
7
；
I

、ョ
3
2

7
3ノ
刊
1

ノホ
i
fい
u
一ペ
i
f
｝

ぺ

l
iノィ
ifnμbhl

予
審
行
為
へ
の
弁
殺
人
の
f

羊
公
い
が
認
め
、
り
れ
る
に
は
、

法
の
施
行
J

r

受
け
て
制
ー
ιさ
れ
た
々
早
川
4i？ハ月

八
ヨ
の
法
律
以
前
十
円

t
誌
に
よ
っ
て
、
旧
刑
訴
法
に
、

コ
ハ
リ
一
回
全
の

zd
い
7
し

-" 
訓 J

一
門
一
四
矢
の
刊
の
規

μが
追
加
さ
れ
る
の
包
待
た
な
け
れ
ば
な
、
h
k
h
d
勺
た

λ

ぺ
家
主
授
安
お

f
J同

fii] 
注

青
j

j
児

J
I
l
l
J
 

性
向
惟
認
い
す
の

乏
の
子
什
況
に
つ
い
て
すi
殺
人
に
J
一
会
砕
ー
を
認
め
る
？
／
｝
も
に

戸
川
川
詳
二
心
囚
条
竺
一
）
、
何
人
砕
利
の
弁
護
人
へ
の
事

前町一
J

告
却
を
義
務
つ
け

ら
れ
る
行
列
吋
に
闘
す
る
記
録
に
つ
い
に
十
i

護
人
に
悶

出
川
川
訴

一
戸
、
阿
久
市
の

ま
た

町
～
曜
時
間
一
目
J
a町
市

～
市
川
川
／
恭
一
一
心
凶
長
の
川
門
）

を
W

町
時
「
る
こ
ζ

に
d

り
、
子
音
J

ゼ
？
人
仙
に
可
作
対
化
」
す
る
こ
エ
J
V
と
内
凶
作
と

γ
る
も
の
で

コ
一
ノ
こ
o

d
d

－
7
 

）

h
r
｝
J

、
こ
の

九
瓦
j

ム
午
の
改
正
～
日
も
、
波
書
人
の
1
4
J

同
L

は
、
こ
れ
ら
の
ざ
法
人
心
止
会
権
石
市
医
院
六
れ
る
子
符
／
仁
為
り
な

い
な
カ
コ
心
下
ど
の
た
め
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
は
、
正
式
子
容
に
頭
j
J
る
民
定
が
寸
法
台
察
長
お
よ
び
γ

兵
何

茂
後
半
に
よ
る
寸
前
同
易
捜
査

に
河
川
さ
れ
た
と
し
て
も
、
刀
法
位
王
宮
川
口
お
よ
び
千
円
J

イ
直
検
事
に
よ
る
姥
疑
者
カ
ら
の
浜
必
死
以
で
あ

る
一
簡
易
事
情
聴
取

～

「

《

リ

、

沼

γ
、
、
戸

い
斗
』

1
、
J
I
M
 

弁
殺
人
に
【
リ
会
権
は
認
め
ら
れ
て
い
立
か
っ
た
の
で
ふ
め
る
J

こ
の
よ
う

r
p審
に
お
い
て
被
背

人
か
ら
の
供
述
九
沖
取
が
弁
識
人
の
【
J

リム
μ
い
が
沼
め
ら
れ
る
行
為
か
ら
除
外
さ
れ
た
地
首
は
、

阿川
r
以
一
ド
法
の
埋
山
圭
げ
に
よ
わ
ば
、

ー材汗一戸

人
円
以
、
白
ら
に
税
不
さ
れ
て
い
る
公
訴
事
実
に
対
し
て
、
第
一
哀
の
存
住
に
時
米
す
ャ
匂
い
か
は
る
懸
念
日
よ
ひ
不
峻
h
：
7
u白
止
h
h
決

相凶で、

可
能
ん
d

阪
L

り
お
十
四
に
応
ゲ
H

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
」

と
の
配
庖
に
ぷ
め

い
ず
れ
い
せ
「
ヘ

M
r
A
U
，
夫
扮
に
お
い

E
ば、

川
刑
訴
法

十
川
条
の
一
川
ぷ
ザ
な
限
り
土
式
子
音
に
関
す
る
規
，
に
に
従
h
L

と
の
丈

：土

、
「
訓
不
助
走
（
Zh勺
C
5
2
r
E
C王ν
こ

ζ
L
て
の
古
味
し
か
も
た
江
い
も
の

t
謹
解
さ
れ
て
い
た
υ

そ
の
た
め
、
予

審
に
お
い
て
は
弁
護
人
に
立
会
権
が
認
め
ら
れ
て
い
す
九
日
性
時
誌
等
に
つ
い
て
も
、

hAれ
に
は
正
ド
人
予
審
に
間
同
」
2

る
規
定
の

ザ
刑
判

J
討

校十九
H
」

へ
の
平
肘
は
一
は
と
ん
と
な
さ
れ
γ

い
ほ
い
情
況
に
あ
っ
た
」
さ
れ
る
。
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ミl

川
刑
訴
は
は
、

「点、問」

の
制
度
M
J
Vに
悶
し
で
は
、

υ
の
よ
ぷ
な
「
技
術
的
守
門
的
防
御
（
U
が
符
」
は
妥
当

h
n
u
－
－
h
J
U

、

し
な
い
〉
h

げ
て
も
、
右
υ

罪

h
向
の
す
出
刊
以
東
の
子
段

4

一…コ
CAK今
戸

」
か
、
り
「
防
御
の
子
段
一
号
C
2
2
2
L
d
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ご
し
そ
の
制
反
上
の
日
的
を
紅
挨

v
た
と
さ
れ
、
立
法
ヌ
白
山
河
、
少
な
く
t
i
d
形
式
的
に
は
モ
の
ご

川
ぎ
に
明
記
し
て
い
た
こ
）
に
は
注

E
が
必
安
で
あ
ろ
う
」
了
な
わ
ち
、

円
一
吋
『
司

y州
市
）

L

止
法
有
に
お
い
て
は
、

「
」
叩
問
」
は
、
弁
護
人
の
げ
会
い
が

ざ↑k
れ｜斗
ヤグ ム

、、 1,1
／こな
り L、
て♂と

あ c~
る1£ て

キ】

亙よ
牛
的

；主

目

己
御
山

c 

, 
" 」
の
手
段
と
し
て
、
あ
る
い
は
弁
解
L

心
場
と
し
し
辺
博

L
か
し
、
午
U
7わ
行
寸
法
斡
］
凶
作
買
に
よ
る
尋
問
t

乙
し
て
の

簡
易
字
情
十
摂
取
ー

む
治
犯
に
は
外
部
的
な
統
制
は
ι刊
に
ワ
存
lμ

刊
し
な

引
っ
た
に
除
、
実
務
上

ω、
Y

」
り
わ
け
逮
市
中
心
波
探
有
百
ら
の
供
、
J
採
取
に
お
い
て
は
、
犯
罪
平
れ

に
よ
っ
て
伐
続
再
に
ー
物
珂
お
む
珂
り
引
な
暴
力

に
職
務
J

内
心
辺
捜
査
一
」
」

コ
）
℃
｛
》
C

N
エニニ

岱

2
2一
允

が
加
え
ら
れ
る
事
汗
も
へ
九
外
［
た
と

池
方

の
司
法
筈
祭
門
円
ハ
に
よ
る
被
達
捕
者
の

簡
易
宇
治

公
判
用
の
資
示
絞
に
細
川
和
さ
れ
て
公
判
ー
は
判
－
妙
に
引
き
械
が
れ
、

〉
〉
、

よ
刀
て

み
一
っ
と
1
L
一

：

rut－
3
 

聴

取

の
結
束
乞
一

ιし
よ
調
書
に
つ
い
て
は
、

に
お
け
る

1

阿
ア
札

一一塁戸

旧
刑
訴
川
六
一
条

す
な
わ
%

同
判
例
主
け
に
裁
判
所
心
事

j長

こ
の
こ
と
は

の
簡
易
事
情
聴
取
」
に
よ
っ
て
被
疑

文
か
ら
採
玖
さ
れ
た
伐
止
が
、
判
決
の
門
存
J
r
f了
心
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
ご
そ
の
主
味
で
、
尋
問
は
、
羽
実

五
認
定
に
低
い
す
る
た
め
の
－
資
格
が
芯
め
ら
れ
る
こ
と

宝、山崎
r
｝

ι
J
U

に
は
、
む
、
）
ろ

1

一
副
拠
収
集
の
手
段
と
し
て
の
機
憶
を
来
た
し

E
Lい
L

ぺ
一
」
と
は
否
定
で
き
た
し
と
〕
て
、
沼
会
仇
上
も
、
一
、
の
こ
と
乞

－
千
円tR
 
の

「

機

詑

と
1v
て
だ
け
と
』
子
＼

1日
的
L

と
ー
で
も
守
山
ず

rZL簿
1
t
b
u
H
で
あ
っ
丈
〉

141 

一
九
判
八
年
に
辺
行
イ
々
け
ノ
マ
共
和
同
憲
法
が
航
行
さ
れ
三
後
j
t
依
然
と
し

い
て
パ
ド
た
y
七
の
よ
う
な
前
川
が
、
大
き
〈
女

化

L
、
こ
の
よ
～
η

ピ
子
続
上
重
宮
山
意
味
を
も
っ
一
川
ぬ
を
、

r
t

の
子
に
委
ね
て

VGH
｝
と
に
糾
問
す
る
同
誌
が
止
而
か
ら
止
法

の
:fl;i 
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"' 
し
と
議
命
さ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
町
仇
付
寸
E

リ
い
い
捻
れ
か
ら

一
九
？
ハ
八
年
仁
月
斗
ヨ
の
お
法
防
判
決

一
九
六
八
年
三
憲
民
院
に
よ
っ
て
一
υ
校

-" 
訓 J

議さ
八れ
ノ、 7~

号ソII日
（主奇＇］
訴
111 i去
存l二
：土 11

安L
芳之

主ゴ

条
に
対
す
る
達
斎
判
決
で
あ
っ

十
パ
九
究
中
山
よ
び
↓
一
ベ
ん
に
つ
き
、
司
法
警
察
同
一
お
t

宍
ノ
倹
山
内
小
’
円
に
一
o
，Q

一お
d

び
ニ
ハ
阿
条
の
凶
の
泊
市
の
な
い
ま
ま
土
～
質
的
主
予
審
行
為
を
p
k
h
フ
三
乙
今
川
後
片
山

L

主
、
戸
し

斗
d
l
d
r

ゴ
叶
十
十
A

一h
H
U

i
J
i

，
 

一いえれ、＝

c
N条
の

ゐ
、
｛
一
四
条
の

て
い
る
引
に
お
い
て
、
「
訴
訟
手
続
幻
あ
ら
ゆ
る
時
期
お
よ
び
審
級
に
お
い
て
L

防
御
ぬ
乙
弓

E
二一］

を
保
障
」
1
J

司
令
吾
作

四
え
れ
一
丘
二
造
反
す
る
行
ヨ
投
L
た
の
で
占
め
る
υ

－
川
窓
作
、
持
出
判
決
は
、

r

の
坪
山

ζ
L
て、

沼
田
刊
訴
法
一

条
が
い
十
八
祁
再
検
車
？
に
そ
の
権
限
を
認
め
る

予
備
関
山
本
宵

弓
戸
《
日
F
F∞
回
目
戸
戸

戸
》
門

’ち
｝ 

同

ロ
吋
戸
内

吋

に
お
い
亡
は
、
実
際
に
は
、
1

日間易、
r存ー
Y

」
日
F

珠
に
、
後
一
り
公
判
刊
で
店
長
に
使
用
一
司
詑
な
読
者
の
作
成
を
作
二
副
拠

の山帆い
R
’
れ
成
行
為
が
念
入
力
に
行
わ
れ
て
お
り
、

公
判
の
円
山
揮
に
決
’
尼
崎
な
影
響
を

7
4
l
レ
る
坑
五
が
忘
る
p
い
も
か

そ
の
結
果
、

3

フ
コ
w

L
才
t
t，

お
け
る
の
と
同
訴
の
弁
議
権
や
説
的
情
な
競
走
U

位
攻

T
川川町
υ
深
η
侍
さ
れ
て
レ
弓
w

一
」
と
、
モ
し
て
、
子
市
川
A

ん日と仙同

弘
子
審
心
聞
の
こ
の
よ
～
つ
な

f
続
的
役
強
心
不
呉
は
、
同
規
定
は
緊
急
件
乞
絶
対
的
な
安
件
1r
し
て
お
ら
ず
、

H
5
1
r
h

、
ぷ

Iν

4

1

 

L
1
J
F
 

に川じト」弘、

予
審
に
沿
い
て
も
一
ポ
拠
収
集
の
訟
芯
性
L

対
ー
ル
す
る
た
め
の
措
直
が
認
め
ら
れ
て
い
る

旧
刑
前
一
心
周
作
為
誌
の
」
こ
と
hl

、り
Lq
れ
ば
証
拠
収
集
、
り
緊
急
性
内
よ
J

て
J

へ
ま
た
、
予
備
制
日
告
が
訴
訟
外

ω手
絞
で
あ
る
と
い
う
が
よ
的
な
論
拠
に
よ
っ
て

も
正
当
化
さ
れ
え
な
い
れ
け
い
指
摘

ν
て
し
る
）
山
u
h、
司
法
会
祭
自
に
簡
易
抱
存

の
権
限
ゎ
γ
、
認
め
る
刑
訴
法
二
一

μ
条
に
つ
い

cvえ

共
和
国
険
事
に
「

z
q
F備
閉
山
査
の
場
合
と
同
伴
一
仰
に
、
同
規
定
に
t

仏
っ
て
、
実
円
知
的
に
、
司
法
的
l

祭
U
H
F
山
吉
ん
分
な
防
御
権
保
障
を
伴
わ
な

い
γ
寄
行
詰
を
行
、
っ
、
τ
7
M
認
め
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
し
い
る
が
、
こ
の
こ
と
に

ι
る
防
御
絡
の
侵
宍
は
、
可
授
受
に
つ
い
に
正
！
山
手

審
に
関
一
j

る
諸
規
定
を
注
川
す
る
、
」
ζ

を
義
治
つ
け
る
三
／
一
に
よ
っ
て
凶
避
で
き
た
は
ず
で
あ
る
恒
三
、
品
、
し
て
、
実
務
l
、
ー
ー

犯
人

σ中
期
光
男
心
一
見
語
、
一
品
拠
心
不
時
比
［
兄
ほ
け
し
数
況
の
お
て
れ
に
出
来
す
る
叶
日
出
帆
4
N
t刑
判
［
は
の
待
、
り
、
そ
し
て
、
共
和
一
よ
検
事
に
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よ
る
成
比
川
な
絞
制
の
凶
球
い
れ
に
よ
勺
て
緊
急
性
や
夜
行
犯
や
2
い
つ
に
頃
念
が
不
当
に
位
十
八
解
釈
さ
れ
て
い
こ
こ
と
、
「
一
円
式
予

審
に
関
す
る
中
島
｛
心
ピ
川
氏
、
、
ノ
司
縦
性
心
判
断
円
前
’
司
法
警
祭
員
の
ふ
一
量
い
汗
さ
れ
て
い
た
た
め
一
、
支
ぶ
に
は
緊
急
性
を
即
什
と
〕

イタ Jγ11;1'J'#c千百iLJこ〕ける岐令域医こよ；s被H甘）｝つのfO:；ポ主主取［枇

に
問
述
↓
る
山
忠
之
の
準
戸
川
が
南
下
長
1
否
定
さ
れ
る
私
兵
に
た
っ
て
レ
た
こ

2
阜
で
を
指
崎
、
J
V

て
い
る
、

司
法
院
は
、
川
同
？
時
に
お
い
て
、
司
法
、
普
察
買
お
よ
び
共
和
国
検
事
に
ム
い
や
一
で
？
な
奴
資
格
阪
が
日
え

γれ
て
い
吉
一
こ
そ
れ
山
体

を
問
忍
／
「
）
だ
の
で
は
な
く
、
司
m
N
h可
に
お
け
る
防
御
権
の
保
障
と
そ
の
結
果
双
集
a

作
成
さ
れ
た
計
燃
の
公
判
使
用
「
円
花
性
こ
の
悶

日
仏
仰
を
問
題
ζ
ー
た
U

正
法
討
は
、

l
t比
塾
一
＝
終
ハ
買
お

ι
ぴ
共
和
Ei検
事
に
よ
る
絞
武
村
が
、
子
ヰ
す
と
同
様
の
防
御
門
誌
の
が
降
を

伴
う
こ
〆
｝
な
く
行
7

わ
れ
る

そ
れ
に
よ
っ
〈
作
戎
‘
以
民
大
切
れ
J
J
証
拠
に
予
審
刈
斉
ご
司
…
禄
の
公
判
使
用
i

勺
花
性
刀

、
技
査
に
一
原
則

7
7レて
l
氏
官
の
介
入
が
必
佼
／
）
さ
れ
る
こ
エ
に
な
る
と

L
一
に
も
、
ル
一

認
げ
の
山
れ
と
い
た
こ
、
と
か
一
向
砲
と

L
～i

む
こ
と
に
ょ
っ
と
牛
ず
る
小
便
は
、
諸
外
川
）
の
従
抜
か
ら
判
前
し
て
も
、
日
一
度
に
重
大
な
も
の
で
は

k
く
、

有
山
弁
判
決
が
一
戸
ふ
は
さ

れ
、
ほ
t

ぶ
し
て
い
な
L
1討
を
ム
村
山
礼
と
し

こ
と
を
京
ず
る
制
度
の
も
と
で
は
、
捜
査
の
最
大
畑
山
U
効
率
性
が
総
牲
に
さ
れ
る
一
一
L
L

技
査
の
也
宮
前
と
円
吋
御
佐
保
宿
の
川
山
吉
斗
有
心
調
和
T
U
、山川、

予
審
に
山
同
寸
る
諸
相
川
乏
の
定
め
る
1
f

h
J
な
ツ
て
も
や
じ
を
え
な
い

の
で
あ
り
、

と
ろ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
ど
と
し
た
の

い
の
志
仏
院
に
工
る
途
中
川
い
判
決
の
い
段
、
J

日

υ芭
一
戸
経
職
同
一
に
工
る
絞
疑
者
刊
N

、
り
の
枇
h
h

山
一
採
取
り

T
絞
り
町
一
あ
り
ん
を
め
ぐ
る
談
会
日

2
 

よ
川
内
陸
前
山
お
け
る
が
発
な
該
J

玉
川
ケ
終
て
、
イ
チ
九
ハ
九
守
一

' ) I 

月
五
げ
の
法
律
皆
同
九
一
一
ピ
ワ
に
一
。
り
、
刑
訴
法
一
二
斗
灸
は
次
の
よ

う
に
そ
の
内
容
乞

新
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

第
二
二
五
条
｛
簡
易
読
十
九
五

三；

司
法
恐
一
富
市
円
い
は
、

犯
罪
に
関
す
る
託
拠
の
叫
吾
、
の
緊
念
性

つ
れ
る
ぬ
ふ
口
に

は
、
必
要
仕
誠
人
汁
、
州
問
ん
鼠
有
以
外
の
者
三
間
寸
初
主
同
川
隠
れ

3
0
2戸
守
口
、
弓
文
目
見
IC
ココ
N

」ココ】

被
疑
者
の
簡
易
尋
問

（

αA】

eHEMPE

性
確
認

検

ま
と
ま

1
4日

一

ゼ

ム

τマ
ハ
川
Eh

か
行
、
つ
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"' 
こ
と
が
で
き
る
υ

こ
の
奴
脊
に
つ
い
て
は
、
戸
式
子
率
二
関
J
J
る
ほ
定
に
従
h
m
J
A
r
、
宣
琴
さ
止
る
こ
と
は
な
い
っ
に
だ
し
、
一
一
政
律

の
お
別
な
え
め
い
巾
’
込
め
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
一

-" 
訓 J

院
前
お
き
J
一
時
州
文
ま
た
は
！
仇
現
行
犯
逮
捕
者
の
弓
閃
は
、

／＼ 
ど軍
人

土
八
相
同
検
事
ま
た
は
法
叫
判
官
の
み
が
、
ん、
同

山
信
所
へ
の
引
殺
の
し
伎
に
行
う
ご
こ
が
で
き
る
。
同
一
一
郎
に
、

人
の
同
一
性
格
訟
h
r
o円
U

対
留
に
被
緊
急
逮
捕
者
ま
た
は
被
羽
行
犯
凌
一

い
偶
者
日
小
字
竹
山

γ
る
場
合
に
は
、

共
和
凶
検
事
ま
た
は
川
拾
が
〆
円
；
か
こ
れ
を
い
れ
う
ο

司
法
警
察
買
は
、
広
沢
弁
え
人
選
午
！
届
を
受
河
？
？
る
義
務
z
V
｝
百
円
う
。
ー
も
な
く
ば
、

三
豆
弁
護
人
心
昼
間
日
日
ハ
け
を
詰

ぶ
し
な
け
れ
ば
は
ら
な
い

(i) 

弁
浪
人
は
、
日
一
竹
昧
誌
に
立
会
う
y

市
剖
刊
を
λ
1
4
0
J
る
u

、
）
の
、
｝
乙
は
、
技
索
に
つ
き
前
長
に
定
め
る
／
｝
ご
ろ
が
妥
当
一
o
J
Q

加
、
と
古
木
「
一
｛
正
午
ず
る
！
も
の
で
は
は
レ
U

寸
叶
法
警
察
長
以
、
第
一
心
叫
条
の
一
品

J(! 

る
方
ょ
に
よ
打
、

対
話
人
が

μ
一
夫
濯
を
も
っ
行
む
の
%
捻
に
つ
き
弁

殺
人
に
辺
川
す
る
義
及
川
吉
旬
、
っ

同
行
為
L

問
ず
る
主
川
区
お
よ
び
弟
二

o
m条
の
何
？
に
4

広
め
る
尋
問
、
捜
索
、
検
証
、
人
の
同

川
口
停
ガ
す
の
調
査
川
の
保
管
ば

依
然
告
ま
た
は
法
務
（
れ
が
行
ム
ノ
J

、
一
れ
ら
の
行
お
に
悶
寸
る
書
面
は
、

同
ち
H

第
二
A

七
条
に
し
た
が
い
検
察
（
れ
ま
に
は
？
広
務
省

に
送
付
さ
れ
る
v

当
時
は
、
通
法
院
の
連
会
判
決
し
乞
受
円
亡
、

Jv
法
ZEに
は

三〉
U〕

の
と
理
解
戸
れ
て
い
丈
に
す
な
わ
ち
、

司
法
歌
山
山
小
只
お
よ
び
共
和
国
検
事
の
笥
品
川
悦
公
棒
限
そ
れ
内
外
を
制
限
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
予
審
乙
可
山
一
悼
の
防
御
桧
保
障
を
可
渋
俳

奈
良
ぞ
臥
べ
v
共
和
M
門
検
事
に
、
ふ
る
川
町
寸
初
出
戸
川
河
に
も
及
ぼ
了
か
仁
す
め
る
」

一
九
ハ
九
年
改
札
法
の
止
法
ノ
色
は
、
簡
易
授
査
一
般
に
つ
い
て

は
ね
説
者
の
解
決
か
一
選
ん
与
の
で
d

め
る
が
、
被
疑
者
か
ら
の
伏
述
ぷ
取
に
涛
L
て
は
、
川
者
の

h
h円
で
の
吋
砕
い
た
か
一
JR
っ

日

為

〉

、
j

J
ロ
グ
仙
？
内

τ一 る
わj
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川制ーにな

下－
~ 

9 
担；
出マ

矢化

者
刀、

レJ

Oコ
｛共
採
取

、行

ι〕長
総
疑

者
身
柄

拘
手
れ
-r 

Jム

場メ込
u 

u, 
h 

十
戸
長
は

ー
犯
罪
に
閃
オ
る
一
副
拠
収
集
の
緊
♂
性
が
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
ト
？
と
い
一
ち
、
司
法
rH
に
よ
る
尋
問
主
持
っ
て
い
て
は
γ

訂
拠
の

イタ Jγ11;1'J'#c千百iLJこ〕ける岐令域医こよ；s被H甘）｝つのfO:；ポ主主取［枇

放
送
ま
た
は
設
’
八
刊
の
一
主
ト
八
人
々
向
険
が
仕
ず
る
場
合
に
限
コ
て
」
れ
な
許
、
ザ
（

ー
阪
札
行
犯
逮
崎
弁
ま
た
は
被
緊
急
凌

、
r人付目、

j
i
l
l
 

調
者
の

に
つ
い
て
は
、

ヘ
弐
て
こ
れ
1
、
当
時
、
〉
一
h
ト1
1

砕
け
波
又

K
L

－

J

I－
－

：

i

；
i
J
j
j
 

h

一
し
れ
を
明
丈
の
規
ど
に
L
a
L

り
い
世
小
上
し
た
の
で
あ
る

一
何
／

述
摘
苔
に
対
す
る
授
受
口
に
す
匂
格
限
川
市
い
川
が
問
起
こ
さ
れ
て
い
た
い
一
と
を
背
景
に
、
身
不
必
来
刊
の
被
読
者
に
つ
い
て
は

尋
問

戸検杭
h
h』

お
よ
び
法
務
官
を
入
門
む
）
一
司
法
一
品
〆
5
内
名
王
さ
さ
）
t

に
の
み
弓
問
権
限
引
与
え
ら
れ
ゐ
べ
き
だ
、
と
す
る
党
相
む
に
基
づ
く
も
の
と
一
4
M
W

ぺ、，れ
AU
九
ω
、
ぃ
J
Tヲム仏片山山一よ、

司
法
t
r溌
官
民
に
よ
る
被
疑
者
か
ら
り
供
述
採
取
引
皮
に
対
し
て
川
川
一
品
川
泌
が
〆
｝
つ
℃
き

日
改
止
は
、

八
心
肢
の
牝
換
を

π一
味
し
た
。

た内市相
μ

の

一
一
心
条
は
、
簡
易
捜
併
を
／
勺
？
に
為

r
っ
ザ
は
、
寸
法
警
察
長
に
、
被
疑
昌
の

一
円
私
選
弁
明
話
人
選
任
け
刊
を
受
理
す

他
方
、
〉
〉
、
1
L
P
l
k

、

刀

ふ

グ

）

4
7
i

ー
治
、
察
官
一
に
同
開
設
す
誌
八
の
前
、
H
T
h
v
弓一葉小

ず
る
、
7
こ
を
義
務
づ
け
L
お
打

一
狽
え
ま
に

に
つ
い
て

ゐは
弁
殺
人
に
i
会
権
主
認
め
る
2
同
時
に

い川丙円、ノ、

f

ドー一、

弁
議
人
へ
の
予
知
主
義
持
づ
け
た
（

t

吉
原
て
さ
ら
に
、

日
改
止
ャ
H
W
は、

刑
訴
」
仏

七
八
条
に
、

百
一
ェ
じ
機
関
h
d
よ
び

μ「
出
品
宣
告
』
口
同
は
、

い
か
な
る
手
紋
段
惜
に
お
い
r

也、
J

刊4
悶
吉
開
析
す
る
，
山
に
、

被
疑
γ
わ
い
ま
に
は
被
告

刑
訴
一
六
ー
ハ
粂
九
定
め
る
場
台

一人定市支阜、）

を
除
き
、
『
い
】
容
し
な
い
権
問

人
に
、

円

r
ロC
ロ

が
お
り
山
一

穴
u
v
な
L
場
合
一
し
も
捜
主
主
命
日
小
逆
行
す
る
旨
を
青
知
、
ν
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
じ
で
い
一
調
書
に
記
哉
、
J

な
け
れ
ば
な
ら
な
ー

規
定
（
一
明
）
l
j
f

白
呂

F
い山山

3
1
ぷ
－

ま
た
、

一O
阿
久
木
に
、

弁
茶
人
選
任
却
に
依
疑
者
が
行
コ
た
刊
い
陀
の
使
川
今
、
設
引
す
る
胤
｛
比
一
川

斤
ご
を
件
以
斗
い

t

か
1
1
L
の
改
正
に
よ
っ
て
も
、
司
法
母
祭
戦
員
に
よ
る
被
疑
者
か
ら
の
供
述
採
取
に
お
U

て
は
、

A
I
湾
人
に

v
A
口
り
拾
が
保
障
さ

孔
る
に
は
い
た
ら
は
引
っ

す
な
わ
ち
、
り
改
H
に
よ
る
斜
ー
た
な

掛川い切「尋

一二
J
4
条
一
心
は
、
司
法
筈
祭
h

H

に
よ
る
被
読
者
の

る

:1:,)(}(lt？：日 ＇｝ 13' 091 ＇？〔'JG'9 J 
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他
心
行
為
と
凶
様

仁
込
の
よ

「
予
脊
に
悶
寸
る
規
定
足
止
ノ
」

へ
き
円
口
J

ピ
明
示
的
に
定
め
て
い
勺
y
E
U

ご
コ
、
ト
〉

；
』
し
日

う
に
、
そ
の
マ
p
v

苓
に
閲
す
る
戎

Pι

…u体
が
、
当
日
付
は

ー
尋
問
L

へ
の
汀
議
人
の
立
会
い
主
認
め
て
い
な
か
っ
丈
た
め

ー
簡
易
尋
問
」

-" 
訓 J

に
お
け
る
弁
読
人

ν会
い
は
と
の
改
正
い
よ
二
l
r
b
実
現
手
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
ー
ゴ
ー
か
っ
と
r

このトリ一
t

ぃ
閲
す
る
改
品
が
行
わ
れ
る
L
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で
ご
芯
wdhuh
奇心
u
E
Nへ民主
h
h
h
b
R
芯
主
語
E
N
h
M
R
M
N
h
h
札
コ
ミ
対
へ
た

一一）一／
ι

ズ
（
一
〉
Fhh
言
、
ミ
J、、
NNnhMNha
ミ
足
N
T
3
刷、ミミイマ、、
4NFAAA
川、吋へとへ主え～
i
k

宮、
h
h
h
p
e
E
r
d山町山、ミよ｝一）
K

〉
？
℃
一
凶
コ
応
－
J

主
主
主
ヘ
ピ
内
ヘ
ニ
誌
な
」
ミ
ご
民
主
さ
コ
と
へ
kvc
ヘ」奇心、
3whhh
言
。
ト
点
、
ピ
町
三
え
と
よ
コ
一
へ
て
令
ト
レ
で
た
ど
）
｝
乞
叶
、
ァ
で
｛
泊
中
幸
四
…
f

－
門
叶
）
止
法
記
内
身
、
こ
の
と
乙
や
互
誠
L
て
お
り
、
三
亡
、
荒
木
的
二
。
司
法
器
禁
職
口
の
行
為
山
は
、
品
ム
ー
の
J

平
日
中
除
い
亡
、

れ
！
人
～
↓

」日
J寸
J
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｛

υ芝
表
一
同
】
一

2
一戸
N
二
v
「
C

ι
一一
H
k〉目

Nσβ
～r－」～、酢、
L
可、、ご》九
AhN干へ、ミヘ、《同
h
、。～町己＝千《
υF
叩
FI
吋）λJ
｛
【
↓
け
門
μ
ハU4
〉
ザ
ト

ι
L
E、、～、叫司
h（《、
h昂民
註

NF～A～h
、」
N～
F叫、
T
K
Z
E
h
h
k
h
K
1之、
Ihp
。
J
F
I
旧交｝

（べ
1
J
F
J
Gい同
5

5

2

T
毛
3
4
2
E
～3nhvロ
ミ
＼
》
ミ
ミ
A
V
2
4
4
刀
工
（
も
う
と
も
、
こ
の
緊
急
也
去
作
韮
尽
に
討
す
勺
削
川
誌
に
つ
し
て
試
は
同

つ
一
心
定
め
も
告
し
と
町
、
之
内
一
、
正
大
際
に
は
亡
心
川
附
は
円
f

心
持
軍
司
の
裁
量
に
ιい
さ
わ
て
い
た
1

？
れ
る
〈

ヘ相
J

本
v一
法
心
見
山
と
し
て
、
い
い
コ
訪
の
会
拐
に
コ
げ
る
尋
問
住
民
の
位
け
崎

ιゃ
い
ほ
昆
崎
お
む
杭
1

仰
的
3
U口
巴
心
川
町
喧
刀
止
位
か
と
い
リ
掲
げ

〉
れ
た
わ
円
で
は
な
：
下
北
片
山
に
は
こ
の
｝
一
去
す
法
心
さ
っ

m
付
に
な
っ
少
～
1
ζ

は
fh一
円
札
で
き
乞
い
三
さ
れ
る
一
］
i
z
o
y
h
r
d
pき

3

2

E

2
ご
F
E
P
E
P
－f
E

）F
こ
心
ム

t
悶

v
て
、
円
三
勺
一
一

2
J
J
P
R
3雪
へ
と
可
た
ご
た
た
ミ
ど
を
た
E
4
2
f
v
E
は、

川町わん｝
JAJん
げ
る
古
川
「
庄
h
M
ま
た
は
拡
2

、当
2
2
0ヨ
C

E

S

S
一

汁
式
市
ι
山
、
専

川
も
！
｝
何
人
泣
か
れ
て
し
～
ζ

民
わ
れ
勺
一
こ
ー
か
一
U
J
泣
す
る
～
め
の
V
詰

で
あ
っ
た
し
、
の
理
鮮
イ
」
小
し
て
い
る

身
柄
引
拘
束
さ
れ
て
い
〉
い
悦
疑
者
日
ら
の
川
！
長
吾
川
内
υ

円
以
？
と
よ
る
供
述
抹

灯
、
は
出
品
仕
ん
工
法
件
こ
三
｛
に
で
は
あ
る
に
LP
－4
説
苛
ら
わ

t
、
た
た
町
、

4vτγ
庁、
m
y
人
税
に
f
y
九九
J
f
ン
パ
ク
ー
は
長
陪
に
は
七
れ
ほ
と

人
き
く
k
か一
J
戸一
L

C
れ
る
二
〆
向
〆
3

f

T
さ
ゴ
宮
古
Z
L
4
3
N
Z
E

三
代

5

一ρ

7
コ）

1

町
一
転
枠
（
L
5
3ご
L
z＝
t
N
】
三
一
に
ペ
い
二
、
民

s
Jり
一
H
Aし
は
刀
ら
当
十
人
の
議
論
状
況
士
制
介
e

検
討
す
る
も
の
〆
〈
し
亡
、
プ
ィ
ご

4JTY
ご
た
え
NCphh
と
〉
誌
と
之
CRNP3F
叱ヨ人向戸へも九〉
h守之、
h
R
Z
M
5
＝
～
fJκ

三
弘
之
、
、
CF
＼」弘、
hd
］c
u
f
｝》去、気｝ぃ
r
t
y
J
Q
一

－
刊
山
川
改
正
に
つ
い
て
は
、
当
品
、
イ
タ
リ
ア
ド
お
け
る
犯
罪
記
次
に
附
』
3

4

0

、
一
山
者
の
誤
っ

rは
込
み
に

t
づ
く
よ
J

り
な
の
亡
は
ヘ
よ
い
古

ヘ
ζ
2
c
λ
炉
問
、
守
旬
、
、
E
h
A
C芝
、
を
き
ど
き
σ
勺
二
日
玉
、
九
河
川
を
お
い
汎
さ
れ
C

る
域
総
ぷ
こ
み
－
7
て
と
し
扱
疑
有
わ
m
M
2舟ヴ
L
の京一一

生
J

を
招
来
ず
る
幻
で
は
な
い
山
J

（－元同
A
ア
FAごkth
～ehhhwkh
と守、、
LkphhNh守
wご
の
に
叩
で
叶

？
で
し
、

E
F
（し

7
Z
H
宍
土
、

rh旬、二時、
b

b
も
と
お
hhhhhnnb己
主
主
、

P

と
た
と
で
た
号
に
も
た
立
色
、
与
完
主
注
目
h
k
v
J
5
足、号

？と
L
F
J
1
Z
J
生
J
C
制
4
h
J
L
デ
ザ
J

一
刈
～
ん
六
八
戸
お
一
臥
び
ハ
礼
立
！
の
宣
伝
民
判
決
、
大

PM4
♂
科
に
お
灯
る
判
丹
人
れ
一
尋
問
に
匂
ず
る
同
明
言
γ

〈
ペ
ペ
ム
怯
明
，
d
j
口ハに一民
Jhb

四
日
立
」
に
も
主
主
一
ず
で
ぺ
一
防
切
れ
惟
保
尚
に
附
す
る
出

V
L〆
L

て
は
半
や
げ
て
い
ほ
か
二
一
日

ヘ制
J
J
J者
、
山
川
ず
る
規
定
の
推
刈
に
院
し
て
じ
、
一
九
六
九
午
改
在
、

h
J
F
L
「
で
き
る
限
り
一
｝
、
2

〔】口戸時
C

こ
2

己主一
1

、し
V

一C

う

才

ι

ノ
五
l
v
p

一ヘ
J

U
二
「
乙

H
E
筒
め
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"' 

九
乞
コ
年
の
憲
法
院
料
、
は
第
一
九
ペ
リ
号
以
後
｜
｜
弁
法
人
立
会
構
の
保
除

-" 
訓 J

九
仁

司
法
筈
察
一
R
W
L
丸
山
共
和
同
検
事
に
一
号
。
「
前
易
弓
閃
」
に
た
日
る
弁
蕊
人
立
会
い
に
問

F
，Q
れ
の
よ
よ
J

な
状
記
は
、

円
、
司
代
以
降
、
祈
た
な
民
間
ヰ
迎
え
る
こ
と
に
な
る
こ
い
一
仁
も
や
は
り
、
き
勺
か
げ
1

｝
な
っ
コ
の
は
、
憲
法
院
の
注
古
川
口
氏
て
あ
3

F
3
L
コ
ノ
ょ
っ
”
つ

－
／

r
匂
I

f
〉
刊
の
五
窓
法
院
判
決
第
一
九
f
J
Uう
は
、

J'j ，、
L、

－J審川
川
事
に

九
じ
ハ
ソ
一
午
二
月

川
止
め
J
ぐ
れ
凶
条
の
二
第

3
ふ
（
／
匂

被
告
人
尋
問
ー

ヤ｝「ノ、
f
k
、

I

t

J

－」
ν

内
全
二
ぷ
注
反
な
一
J
r

に
お
い
て
ー
被
告
人
の
や
議
人
の
I
V
会
議
を
初
し
て
い
る
祁
分
」

L
1
～心

戸
、
の
こ
と
は
、
よ
い
に
い
れ
た
ふ
う
に
、
司
法
書
官
小
口
に
ふ
る
罰
お
奴
査
i

は
一
予
審
に
訓

γ
司
令
規
定
に
刊
に
う
」
旨
定

め
る
川
出
刑
訴
法

一
丘
条
一
立
お
よ
び
こ
の
規
定
も
い
ハ
和
官
庁
倹
事
に
よ
る
肢
査
に
準
用
す
J

る
同
法
一

条
に
ふ
ノ
て
、
技
4
Y
検
坊
に

よ
る
ふ
出
い
句
品
川
入
江

に
お
付
る
被
疑
者
か
ら
の
供
述
採
取
で
あ
】
ゐ
一
簡
易
尋
問

に
も
ー
お
容
を
し
ヲ
え
る
い
一
と
に
な
っ
？
た
の
で
7

め司令じ

3
1
i？
1
J
、
こ
ま
、

1
1
r
tさ
し
↑

L
I

子
寓
に
お
け
る

一
被
バ
ワ
へ
尋
問
一

に
一
リ
ム
ぶ
唱
、
請
求
、
蛍
見
お
よ
び
留
保
を
印
し
に
↑
に
る
ご
と
、
β
、

に
は
認
め
ら
れ
こ
い
る
の
に
れ
し
て

（
目
別
一
山
一

ム
可
＃
叫
人
に
は
J
ー
さ
い
い
こ
い
ー
な
い
こ
と
が

パ一一二一久木品川で、

（
川
和
利
一
説
一

cm山
条
心

位
弔
一
応
判
）

ー
防
御
梧
は

お
い
て
不
り
怯
心
権
利
で
あ
る
一
と
M
m
u
f
る
志
汰
A

凶
条

J、
、、

注
町
内
す
る
か
否
か
が
問
題
ー
さ
れ
た
J

長
山
ピ
院
院
は
、

こ
り
問
題
を
検
－
討
す
る
」
ゐ
I
h
j

っ
て
、

中
小
J
d
J

、
検
察
JE
の
川
事
手
絞

i
、
り
品
別
行
：

役
割
に
つ
い
亡
、
心
組
織
法
上
は
法
の
進
一
J
と
い
べ
般
的
利
滋
ur
代
ん
で
す
る
v
も
の
で
も
ゐ
！
？
ぶ

lrも
、
刑
事
訴
訟
上
は
あ
く
ま
で
！
仇
F

一円

人
と
一
刈
J

ず
る
「
7

一
」
明
者
」
こ
し
て
問
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
一
、
；
宇
一
帯
認
、
三
九
ー
で
、
憲
法
一
川
条
一
期
が
保
障
す
る
防
削
持

f
r
ヨ三
C
L
H

と
は
、
沼
に
、
対
審

お
よ
び
校
桁
的
a

守
ベ
的
援
助
（

5
2
5
5
F
2さつ
C

｝
訴
え

2

の
仏
障
を
意
味
ず
る
」

乙
の
｜
｜
刊
裁
川
所
が
九

h
L〕
刊
の
判
決
第
阿
六
号
以
来
、
繰
り
返
し
け
刊
誌
1

J

て
き
三
｜
｜
り

場
に
一
一
円
投
1

つ
つ
、

司
一
権
刊
は
、
原
則
と

L
て
、
現
係
者
ピ
、
訴
訟
に
お
日
る
呪
防

に
実
質
的
に
参
加
J
0
2

る
可
詑
性
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セ
ラ
ぇ
、
り
れ
る
こ
と
に
よ
り
紙
持
さ
れ
る
こ
と
に
た
る
が

一－J
l
J
U
L－－L
ふ

L
L
川
〈
円
や
し
j
t

、汁刊高人（
U
J合
加
ほ
し
は
，
t
ム
ー
に
は
実
攻
、
一
れ
、
ズ
ん
か

い
と
た
の
た
あ
る
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も
っ
と
も
、
売
法
院
は
、
と
の
こ
と
は
、
マ
y
u
U

い
お
け
る
や
h
山
J
る
Jt拠
の
収
集
・
作
成
に
お
い
C
対
J
U
釘
よ
び
弁
一
友
人
の
〆
会
い

が
保
障
さ
れ
江
汁
れ
ば
な
つ
な
い
ご
こ
ま
で
を
意
味
す
る
も
の
で
は
仕
く
、
間
十
ぱ
ば
、
当
夜
行
為
に
、
険
料
爪
后

r
i九百い

7

Q

t

ハベで

弁
湾
人
に
は
斗
九
百
い

い
こ
と
に
よ
っ
て
、
防
別
悔
の
」
向
ト
て
な
ド
ほ
ん
い
（
民
主
〈
2
2
2
3
5
2
E
C】
x
v
L
乙

Z
E

さ
n
－一《｝
H
T
E
）l
h

M

生

r
る
か
志
か
と
あ
る
と
し
、
子
存
に
お
け
る
役
汗
ー
へ
の
ー
弓
同
ー
に
つ
川
て
、
こ
れ
を
は
円
’
足
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
子
審
に
お
け
る
尋
問
が
核
内
川
人
の
防
御
に
2
っ
て
も
つ
卓
史
的
に
つ
J

て
は
定
法
院
の
先
例
も
、
｝
れ
を
店
伸
試
L
て
き
て
い
る

r

ご
ろ
と
あ
旬
、
ま
タ
人
、
川
川
J

九
法
J
b
d

、
ご
九
ー
を

の
収
集
J

下
段
ー
と
し
て
だ
け
で
な
：
、
ー
防
御
の
千
円
ド

ζ

し
て
も
や
い
同
づ
け
て

こ
の
よ
当
な
で
中
山
女
な
手
続
p

い
お
し
て
、
被
告
人
炉
、

の＃
I

片
浦
の
た
め

に
忘
じ
た
弁
併
を
一
行

い
る
ご
と
は
町
ら
古

う
必
交
注

ιよ
打
よ
く
気
づ
く
能
力
を
も
っ
弁
投
へ
の
立
会
い
な
〈
、
検
察
官
の
迫
及
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
は
、
た
と
え
被
告
人
本
人

人【い一答
k
f
r
u
u
拾
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も

引
内
御
権
心
プ
巾
十
九
九
ホ
侵
半
口

を
な
じ
比
す
る
と
粘
ポ
づ
け
た
り
？
と
め
る
へ
7

ご
し
亡
、
主

法
院
に
よ
れ
ば
、

h
刑
訴
訟
一
つ
問
条
の
四
は
、

弁
護
人
に
予
審
調
吉
を
閲
覧
a

謄
勺
す
る
権
利
や
認
め
て
お
り
、

／

九

ヤ

｝

、

L
う

J

1

1

ν

 

一花
F
R

ハ
パ
ノ
ド
心
改
坊
位
は
弁
護
人
斗
rFr刊
に
い
絞
疑
者
・
被
守
人
か
ら
採
取
さ
れ
た
供
誌
の
使
用
が
位
以
止
さ
れ
て
は
い
る
が
、

こ
の
と
う

な
諸
制
改
山
よ
っ
て
も
、
倹
日
常
甘
が
弘
一
妥
J
U
枕
に
同
ド
J
に
多
加
す
る
こ
と
が
で
台
ゐ
の
に
一
羽
ν
、
弁
護
人
は
－
E

J
民
的
に
問
J
J
E
き
る
に

と
ど
ま
る
ご
と
い
変
わ
り
け
な
い
の
ご
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
異
な
る
円
以
抜
レ
JTrk引
乃
ず
る
ス
め
の
憲
法
ー
の
桜
拠
は
見
ア
ケ
つ
な
い

、）
U

ごうれん｝の
2
4
h
y
h
p
o

121 

こ
う
し
て
、
当
時
の
刑
訴
一
片
山
一
＼
U

判
条
の
こ
が
ど
蓄
に
お
け
る
紋
奔
人
心

尋
問

へ
の
弁
詩
人
の
げ
会
怪
を
定
れ
ど
に
い
な

古
っ
た
U

山
｛
山
（
ノ
ド
て
霊
法
淀
に
よ
れ
L
洋一パアレ
J
H
↓寸

οれ
1
F

～
こ
と
を
受
円
て
、

日
立
！
九
ロ

可
心
析
定
請
に
v

一
ド
川
市
二
勺

こ
ん
r

〕
庁
一

ミ丈
）ん
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"' 
月
一
八
百
の
い
一
政
作
お
ー
ハ
二
号
に
よ
り
い
一
政
律
二
転
侠
）

に
よ
っ
一
、
阿
見
｛
止
が
改
（
い
さ
れ
、
山
甲
山
口
一
明
文

T
入
っ
て
、
子
什
に
お
け
る
被
告
人

を
ι
む
「
私
人
中
山
中
」
ム
寸

の
弁
一
夜
人
心

1

一
尋
問

へ
の
立
会
権
が
保
阿
さ
れ
る
と
乙
に
な
っ

-" 
訓 J

W7
）
て
、
こ
の
J

十
穏
に
お
け
る
1

私
人
山
－
事
者

の
尋
問
に
関
す
る
新
た
な
却
に
は
、
こ
れ
主
司
法
腎
円
以
尽
に
ふ
る
「
陥
易
慢
ヘ
ゴ
」

に
刊
用
ず
る
旧
刑
訴
法
二

h
h余
頃
お
よ
ひ
同
一
規
た
を
共
和
国
検
事
に
よ
る

1権
J ;; 

,,, 

;t 

支こ
を
ノ、
ff 

て

日えよ王子） 56 !.3 1 ＇ハじっ

予
備
校
交
」

司
法
歌
山
山
小
只
お
よ
び
共
和
国
検
事
に
よ
る
「
簡
易
尋
問
に
も
声
援

戸
、
と
に
仕
る
J

す
な
わ
ち
、
河
判
決
の
射
程
斡

思
は
、
こ
の
市
川
規
定
を
介

L
て
、
司
法
筈
奈
買
お
よ
び
共
和
一
匹
検
事
に
よ
る
1
2前
易
守
防
」
に
お
け
る
い

r－A
人
i
会
F

濯
を
以
降
一
o
J
Q

こ
と
を
も
、
J

川
崎
ピ
意
味
計
二
句
、
一
ζ

に
な
ハ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
受
け
て
、
立
法
活
は
、

九
］

nv
－H
一
八
日
刀
法
倖
糸

六
に
勺
〔
円
、
亡
リ
、
川
山
川
訴
法
二
九
粂
戸
品
を
改
r
t
L
、
ホ
一
九
〕
心
庁
改
rl
絞
り
「
第
一
一
ヘ
U
凶
条
の
出－

法
牒
山
棋
小
J

出
動
に
根
市
さ
、
れ
る
べ
き

111マj
審
関
連
川
県
F

ん
に
合
ま
れ
る
と
と
を
が
J

？
止
に
よ
、
信
認
し
、
、
一
れ
に
よ
っ
て
、
司
法
営
察
じ

に
を
止
め
る
ζ

こ
／
J
i

刀
、
可

円J
よ
び
l

八
九
州
山
崎
ノ
お
に
よ
る

向
易
尋
問

に
お
L
て
も
、
名
実
と
も
に
方
詩
人
？
U
会
権
、
山
保
陪
さ
れ
る

HYL
に
な
っ
に
一

を
の
紡
来
、
前
述
の
上
う
に
、
こ
の
段
唱
に
お
い
て
は
、
山
一
K
A
営
察
只
に
よ
る
一
簡
易
品
約
一
は
、
そ
心
付
象
を
被
ゅ
は
揃
者
以
外
mu

み

被
疑
芸
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
同
時
に
、
三
心
身
柄
を
拘
束
さ
れ
て
い
な
い
被
疑
喜
の
「
僚
易
尋
問

十
お
い
と
は
、
ム
弁
護
人

h

立
た
惟
）
か
が
持
さ
れ
る
こ
と
に
た
っ
た
｝
？
な
わ
ち

出
川
情
、
デ
保
全
す
る
ん
一
め
に
緊
急
住
が
認
め
一
、
り
れ
る
と
き
は
、

述
摘
さ
れ
て
し
な
い
被
疑
乏
の
陪
易
尋
問
主
行
べ
工
）
が
で
き
る
が
、
こ
の
簡
易
尋
問
今
、
行
え
に
あ
た
っ
て
は
、
弁
護
人
J

会
い
を
川
町

障
「
る
』
ぺ
め
、
そ
の
じ
一
を
予
め
弁
護
人
に
白
川
叫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
乙
そ
、
以
て
、
川
別
説
法
二
利
条

尽
に
よ
っ
て
簡
易
尋
問
に
常
用

5
れ
る

、
戸
、
の
弓
問
に
立
ち
会
つ
だ
介
護
人
は
、

ム
守
一
、

三

「

〈

（
じ
四
条
の

V」

い
、
ま
た
は
志
え

被
疑
首
に
承
認
ま
た
は
木

お
よ
び
留
保

を
出
げ
て
る
」
〉
一
は
で
き
る
が

1買

コ
が

2
j
r
r
コ
ζ

J
u
f
f
J
 

《
山
岡
山
℃
℃
同
i

こ
〈
白
N
戸

C
D
m

は
は
ら
ず

中
主
た

祉
制
一
筑
者
に
口
口
議
討
！
か
け
た

』吟
戸恥
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行
、
将
一
不
な

r
y手ム引

ふ｝

問
項
）

た

「
手
間
心
内

「
ロ
ぐ
A
V
｝
町
内
同

d
r同

c
r
t
J
2
5）
、
一
と
も
斤
さ
れ
な
い

b
C
と
さ
れ
て
い
た

回
刈

J
f
L

中」抗、

「
I

｝

l

、
パ
茶
人
に
は
’
！
日
叫
義
務
が
認
せ
3

つ
れ
た
r
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',, i 

む
し
、
♂
マ
k
、

バ
ベ
一
十
寸
ヨ

nJ

、一

H
b

る
改
正
に
よ
う
て
、
「
合
祭
の
市
助
が
、
一
と

Lγ
一

被

疑

さ

の

甘

〕
f

、一

〆し／一

l
p

の
多
く
は

の
ー

1
4
1獲
特
に
附
け
ら
れ
た
1

t

の
で
あ
る

L
Cラヘ
f
相
が
円
以
棄
さ
れ
、
尋
問
が
、
防
御
心
ィ
ト
段
、
二
市
ニ
ー
、
の
機
器
を
強
調
さ
、
れ
た

子
〆
て
、
意
法
院
の
一
遣
の
判
決
に
比
比
八
時
す
る
か
に
つ
C
こ

川制
L

に
な
特
似
引
を
も
っ
｝
と
に
な
っ

ー
」
か
し
、
こ
れ

？
、
り
わ
け
妓
査
長
持
持
係
者
か
ら
、
レ
時
治
加
傾
向
に
忠
っ
小
人
組
織
犯
罪
や
一
フ
ロ

η
ス
ベ
ム
民
連
犯
罪
に
持

γ
る
凶
限
公
に

一
波
川
崎
あ
る
い
は
出
廷
を
も
～

br危
険
が
出
刊
＋
山
川
J

守
れ
て
？
も
い
に
。

に
刻
し
て
は
、～

同
遣
の
士
？
に
、
子
存
一
け
「
郊
U
品
化
E

た
ち
で
注
は
さ
れ
～
ホ
の
よ
う
な

4
法
警
察
弓
お
よ
び
共
和
一
戸
検
事

に
よ
る
簡
易
技
存
心

ド
f

川
マ
い
い

1
1
3

一？
j
f
l
ー

九
仁
川
一
年
i

以
命
心
組

弾
幼
化
一
、
な
か
で
も
と
り
わ
け
被
疑
者
か
ら
の
供
述
採
取
手
続
の

織
犯
罪
テ
ロ
リ
ズ
ム
明
述
犯
採
対
策

υ
法
乞
も
た
ら
「
一
つ
の
き
っ
か
行
こ
も
な
り
、
ま
た
、
こ

u
時
照
か
ら
、
実
務
？
に
、
役
述
乃

店
発
的
供
述

日
一
ヘ
什
J
1
lハ
P
1
J
A
弘

、
c

t

h

J

臨仙川均↓岬寸前川

の
ん
象
者
の
制
限
や
弁
護
北
恨
の
目
以
南
が

制
度
の
利
泊
者
に
よ
り

さ
れ
る
傾
向
も
み
ら
れ
る
の

総
方
で

こ
の
よ
う
7d
捜
査
後
凶
に
よ
る
被
問
日
か
ら
の
位
、
述
川
一

し
れ
し

事
T
依
り
弾
劾
化

コ
tJV土

ru
む
す
jt

一
九
七
川
平
の
AL引

m川
一
品
山
立
伝
委
に
ト
江
川
ぬ
よ
び
一

ん
七
八
日
比
干
の
K
L…
羽
刑
訴
、
ぷ
官
れ
だ
け
で
な
く
、

刑
訴
リ
ヰ
れ
の
〆
決
出
向
刻
ど
と
め
る
一
九
八
八
年
yv法
妥
任
法
に
も
受
付
緋
が
れ
て
い
っ
た
一
、

t
に、正すけ
ψ

J

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
っ

一
ト
ゎ
～
ロ
2
5
η
o
Z
H
O
L
h
A
2
r宅
吹
ぷ
（
｝
】
問
、
（
）

A二
v

」い］
U
C

－m一
I

ぉ
法
院
は
、

J
V
V
に
万
円
令
制
汗
人
弓
問
刀
法
的
性
～
付
に
悶
〆
一
て
、
こ
れ
を
1

剖
拠
の
収

t手
長
」
と
ι一
令
根
拠
J

三
、
は
九
f

ハ九
L

E
Fい
は
ん
川
市
九
件
…
に
よ
F
Q
M
九
止
後
U
H
L
A
イ
昨
辻
氏
三
つ
阿
条
一
一
向
山
F
9
、
主
ず
／
、
「
日
何
の

7
川
ほ
と
「
る
収
見
と
［
て
は

F
法
九
じ
条
戸
（ 回

u:,)(ht？：日 ＇｝ H: 60：「、 i？〔＇JG,9 ] 

じ九一
ile

王
浮
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へ
刊
以
判
官
に
、
桃
L
Z

川
人
に
「
弁
川
市
う
〆
日
J

］
に
有
利
な
訓
拠
γ
指
柱
、
ご
ざ
る
一
こ
と
〆
一
y
r
f
J柏
づ
け
る
鼠
定
お
よ
び
↓
六
八
条
戸
故
山
人
が
枚

述
［
に
事
実
及
川
、
情
況
り
ず
へ
、
て
や
剖
査
す
る
こ
／
主
叩
弘
前
吉
山
花
持
つ
け
る
丸
｛
疋
）

LL
市
日
て
い

Q
J

（り～
v
v
J
Uの
－
小
い
へ
斗
経
な
い
1

簡
易
川
予
審
に
お
日
る
同
校
＝
人
一
志
J

一
同
一
円
同
、
礼
的
止
、
切
手
枇
っ
山
祥
に
つ
し
亡
は
、
ぺ
い
／
句
会

3
X円

T
号、
z
h
E

へお

J
F
J
Uの
H

心
訴
法
（
百
条
は
、
そ
の
一
一
J
ハ
に
古
川
い
一
同
地
ぽ
j

査
一
は
一
正
ベ
チ
ヰ
乙
陀
一
る
旧
胤
｛
U
M
ヤ
浮
つ
一
と
般
的
ピ

M
K
Q
る一

方
で
弁
設
人
立
会
い
に
つ

Jて
法
、

mJに
お
い
く
特
に
一
州
、
計
一
に
つ
い
て
グ
み
叫
ょ
の
凶
志
向
お
て
い
こ
！
〕
か
ら
、
九
レ
し
と

ι

の
山
中
、
院
川
悦
第
九
九

15品
川
一
も
な
お
、

U
京
税
障
す
自
に
よ
AG
枝
説
者
「
尋
問
」
に
コ
い
と
主
ベ
f
j
事
t

N
け
令
「
「
J
J

問
L

に
閃
唯
「
る
ほ
定

日
だ
附
さ
れ
る
カ
P

へ
三
か
い
つ
い
て
向
日
記
支
が
ぺ
ず
る
八
木
地
が
品
、
J

↑

Jι

山
打
、
九
七
ハ
日
ー
は
は
は
こ
む
爪
ル
マ
一
時
九
均
一
J

Y

J

P

心
で
あ
f
b

こ
の
斤
い
も
汗

め
て
、
吋

ju言
以
ノ
川
口
刊
に
よ
ス
－
u

校
沿
い
A

す
か
ら
の
供
述
段
取
に
弁
主
詩
人
！
f

人
民
い
が
刊
引
い
り
ら
れ
る
こ
L

に
な
ペ
ヒ
均
L
P

に
｛
ノ
い
て
は
、

h
T
E

ヨご

さ
さ
と
N
えコ作
1

2
にたた叶何百人町、
c
～N
N
E
K
E
F町、口氏、
r
P
2
了
ハ
山
（
）
（
）
占
「
乙
μ
P
V
2
F
H
記号、ミミ
hkwAb
当
主
人
問
＼
え
N
N
E
J
口
r
p
1
3
品
円
】
出
パ
己
一
ト
爪
υミ
ミ
さ
ミ
hh

z予可ミヘ～
2
C
2
2
f
t
zぷ
む
を
丸
、
N
M

石川～

I
t
法
陥
は
、
ご
わ
ょ
っ
ペ
ピ
同
心
刑
訴
法
↓
↓
立
条
一
広
一
γ
川
、
同
法
悼
胃
、
一
命
ハ
（
に
よ
る
被
却
柄
甘
心
除
一
話
尋
問
を
禁
止
ご
、
し
～
心
に
対

し
て
、
守
宅
被
疑
主
に
う
い
て
は
こ
れ
い
y
認
許
て
い
～
ー
ご
と
は
、

y
μ
十
原
町

r25
｝
さ
と
完
臣
民
一
5
4誌
に
え
ず
一
台
ミ
の
で
は
な
い
〈

L

J

I

、
い
ウ
い
へ
（
C
凶ユ
b
n
u
つほ戸占］おおむニル
U

戸ごい叫
A
V

】
戸
（
汗
』
凶
戸
《
ど
と
円
宮
〉

H
C
U

戸
口
、
、
ォ
ウ
I
J

－M
恥
こ
れ
は
、
九
七
一
年
9
1
4役
？
、
王
人
予
掃
に
お
け
る
結
山
人
一
一
号
同
」
に
お
｝

l

宇
4
r
一
約
八
に
誌
め
コ
一
れ
＋
一
権
利
て
あ
J

に
ハ
」
J
川

わ
ち
、
当
誌
の
川
耕
民
二
U
Wハ
パ
条
い
い
こ
は
、
波
一
了
ヘ
一
司
寺
山
相
次
古
り
、
汁
日
中
山
人

v－
へ
日
レ
か
刊
誌
げ
に
ら
れ
る
上
官
行
む
に
お
レ
に
は
、
、
引
ぷ
人
に

は、

hy審
問
事
に
川
川

u
v
t

「
詰
点
J
P
F

、
＼
喜
E
F】2
0
千
九
訪
日
附
小
平
1
1
て
る
一
こ
と
〆
一
許
し
て

v

ー
が
、
先
｛
七
人
、
前
人
、
当
下
着
午
J

に
「
式

認
ま
～

ι人
一
品
誌
九
一
促
上
、
に
一
か
え
J

じ
て
也
九
の
あ
る
、
、
ぺ
九
十
へ
ん
lr
日
書
r法
院
紅
一
氏
市
今
ん
し
号
ゆ
い
、

f
J
審
二
日
い
て
弁
引
友
人

に
品
川
山
め
ら
れ
て
い
γ
Q
事
j

刊一円
f
P
I
t
－u
で
ー
ヘ
デ
ひ
刀
で
め
る
ご
ニ
に
一
〕
疋
し

r
l
t、
川
公
I

人
J

4

山
山
に
お
け
る
吋
ぷ
人
J
N

一
人
山
い
シ
一
一
部
止
。
二
ノ
一

は
、
被
川
口
人
ぺ
J
Y
I

己に
U
K工
匂
こ
と
や
妨
げ
る
こ
ル
に
は
な

h
y、
活
に
、
子
宰
判
山
干
の
品
切
な
稿
作
京
淫
／
’
U
P

い
ん
以
ず
る
こ
L

～
に
去
る
と
指
一
的

l
て
L
～一戸
LCM
君
主
ヰ
J

Z

内
一
三
己
コ

3
3
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3
5
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Y
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h
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j
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四

九
七
四
年
の
刑
訴
法
改
正
以
後
｜
｜
判
織
犯
邦
・
一
「
F

口
リ
ズ
ム
関
連
犯
罪
汁
ゑ
立
法
幻
影
響

i I' 

組
織
犯
罪
や
ア
ロ
ズ
ム
関
山
地
犯
悲
の
増
仰
い
対
処
す
る
た
め
に
、

一
九
じ
判
年
に
は
、

刑
訴
法
改
花
を
ム
パ
エ
じ
一
述
の
り
庁
、
的

て
の
う
ち
、
こ
ノ
＼
ピ
段
査
機
関
に
よ
る
被
疑
者
か
ら
の
仏
述
次
取
子
紋
／
）
吉
秀
に
民
非
ず
る
も
の
乙
｝
戸
、
は
、

一
台
条
の
改
医
小
挙
げ
ら
れ
る
。
本
改
干
の
王
阪
は
、
犯
罪
に
引

γ

日
午
口
千
九

四
川
（
り
法
律
第
川
ル
七
号
に
ホ
ヴ
h

巳
出
刑
訴
法

る
証
拠
を
収
集
し
、
ま
た
は
「
の
政
跡
を
似
全
ず
る
£
受
性
お
d
u
h南
急
性
E

か
認
め
ら
れ
る
ぬ
合
に
は
、

「
叫
以

現
行
犯
逮
仙
偶
者
お
よ
び
第
一
八
条
に
定
め
る
被
緊
急
述
掛
川
名
一
で
↓
の
っ
て
も
、
手
前
に
一
電
話
に
」
っ
て
で
も
、
六
祁
「
刊
検
事
正
ま

｛
、
一
取
）
、
加
れ
に
一
尋
問
乞
ノ
什
一
〕

た
は
法
務
官
川
に
淫
知
一

権
限
吉
正
日
か
ら
一
認
め
る
戸
一
と
に
よ
っ
て
、

［
た
う
え
で

一九
1
八

h
ノム一ハ
V

改
ド
以
米
認
め
ら
れ
こ
い
ほ
か
う
た
バ
リ
レ
執
」
会
戸
、
に
よ
一
ゐ
身
柄
杓
束
巾
の
被
疑
起
の

一
尋
問

心
制
度
主
何
活
さ
せ
る

一
j

一一一ヨコ〉
7
i

？一ハ

ご
工
ι
h
v
F
刀
み
A

J

そ
の
奇
緊
に
は
、
裁
判
校
総
実
務
家
の
問
で
、
ふ
し
て
、

比
え
〉
、
一
－
子
J

、
f
L

H
ネ

l
i－－
j
1
4
v

剖
山
尚
犯
民
や
一
ア
コ
犯
罪
の
泊
切
り
阿
川
知
、
絞

身
柄
拘
究
者
か
ら
の
供
湾
派
夜
権
限
会
一
拠
出
門
機
関
か
ら
奪
っ
た

九
六
え
午
改
正
に
あ
る
J

の
論
調
げ
か
’
治
ま
っ
た
h

一

そ、
J

て
、
七

介
i

投
J

－
L

ζ

っ
て
司
法
竺
祭
自
に
ζ

る
！
俄
統
芸
か
、
り
の
供
述
m杯
以
い
弁
護
人
の
？
J

会
い
げ
が
正
？
叶
か
己
認
め
つ
れ
、

Z

の
泊
王
汁
担
保

の
子
設
が
ヰ
伐
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
彼
述
狛
石
の
尋
問
、
石
公
d
す
る
迷
！
ヨ
一
か
な
く
な
っ
た
だ
け
で
仕
く
、
子
続
的
保
障
と
社
会
防
止
宿

お
工
び

T
絞
り
い
門
町
泊
性
心
安
お
の
勾
必
需
が
崩
れ
る
お
「
よ
れ
が
指
扮
さ
れ
コ
こ
こ

じ
っ
と
も
、
池
り
で
は
、
じ
一
午
改
正
に
つ
い
て
は
、
止
ド
キ
は
へ
に
V
ム
日
い
の

一
権
利
」
を
認
め
ー
一

γ」
し
て
も
、

rJ
べ
て
の
被
疑
者
が
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"' 
即
席
ム
に
r
H
M
で
介
一
長
人
ナ
ピ
E
U
H
い
い
だ
き
る
と
は
限
り
な
い
以
上
、
必
ず
し
も
政
実
に
絞
疑
者
心
技
術
的
・
専
門
的
防
御
が
以
内
さ
れ

ゐ

ず
、
供
述
採
攻
の
、
叫
王
性
担
保
の
止
め
の
制
茂
こ
し
て
は
不

i
分
で
あ
る
と
の
批
判
ち
あ
っ

Z

の
た
め

-" 
訓 J

七
四
年
の
改
正
抗
恨
の
旧
刑
説
法
二
一
十
n
h
h
F、
は
、
右
の
ょ
っ
に
司
法
臨
時
J

山
泣
い
の
捻
以
す
般
大
ぉ
2
0

rL山
川
り
る
ム
守
一
掃
人

H
E、
存
問

の
り
会
い
を
z
一
、
の
実
J

抽
そ
れ
山
体
の
守
、
件
乙
し
、

校
術
的
・
専
門
的
防
御

の
保
障
を
強
化
L
に
い
る
ロ
了
な
わ
ち
、
刊
点
止
の
結

市
市
、
被
計
測
話
む
弁
護
人
は
ご
の
場
合
の

バ
「
尋
問
」

は

い

ず
J

れ
に
し
て
144
、

尋
問

L
r
げ
ム
ゼ
つ
義
務
を
宍
い
」
、

八
百
い
が
ほ
円
れ
ば
行
う
こ
と
か
で
常
日
い
L

も
り
と
さ
れ
？
に
の
で
占
め
る

ー「一
F

J

n

j

ノ～
J

こ
う
し
て
、
本
改
止
は
、
司
法
駐
〔
容
は
に
、
士
G
紋
逮
捕
許
の
ー
弓
問
l

権
限
」
古
川
伝
活
き
f

一
る
一
ヴ
で
、

九
じ
一
年
の
時
一
円
で
は

出
店
的
」
↑
ど
あ
っ
た
一
簡
易
弓
防
t

ヘ
の
山
f
h
u

友
人
心
V

ム十ペ
b
v

一
必
要
約
i

な
も
の
と

そ
の
y

川
提
乙
し
て
、
被
疑
者
に

よ
る
弁
乏
人
選
つ
も
一
必
要
約
一
は
も
の
と
す
る
必
裂
が

4
じ
た
〈
ヲ
ど
こ
で
、
口
川
規
’
氾
は
、
被
疑
者
に
ぷ
選
弁
議
人
が
な
い
と
一
号
、
ま

た
は
な
選
弁
友
人
が
み
点
っ
て
も
何
人
か

に
｛
晶
ド
レ
て

一
出
蕊
し
な
レ
と
き
は
、
刀
法
崎
山
祭

chの
請
求
に
よ

り
、
枚
察
古
が
、
国
選
弁
湾
人

（弘氏
2
5
0門司ハ
r

モプ
i1K 
イニ

ヌ·~ 
」

ノ1 と
Jf 2'.と
チp

J、、何

"!; J去

りて ,_ 
益z, --'--!.. 

長坦
t:1 
h、 長品
ニ. _, 

h六十日
「
N-
bサ会

ヒ
ノ、
条
最
f{( 
J('. 

L

立
ち
ム
H

っ
た
ム
弁

並
立
人
は
石
川
問
中
」
／
れ
い
、
忠
弘
見
お
よ
び
山
田
保
わ
れ
述
べ
る
権
利
を
有
す
る

の
ほ
定
」
い
よ
コ
亡
、
彼
疑
事
に
応
札
「
拒
否
権

一時
p
o
c
］片山（出口
C
門戸口以七一ザロ〔同作門司）

お
よ
ひ
lL答
J

在
住
Fhu
し
て
も

7
絞
が
逆
行
す
る
旨

t
ι
戸
叫
す
る
4

読
ん
訟
を
ιUH
レ

（
九
明
一
、
司
法
合
祭
門
聞
に
、
。
J

て
行
わ
れ
た
簡
易
担
三
行
為
に
悶
寸
る
訓
書
類
目
、
検
れ
れ
Y
’
片
手
7

一
ば
法
務

（
日
茸
）

引
に
よ
ワ
て
保
色
さ
れ
ー
ゴ
け
れ
ば
な
〉
な
し
も
の
と
さ
れ
ー
の
で
あ
る

h

）、、ノ～
1

ノザl
、

？
一
、

l
u句、ー：、

判
W
4
l
h
f吋
汁
l
廿
打
守

dwυυ

ム
ハ
条
は
、
司
法
壮
一
一
富
市
職
員
に
一
ロ
る
供
述
内
怖
取
権
限
の
対
象
を
被
試
前
者
仁
ま
で
拡
人
す
る
一
方

で
、
そ
の

T
続
に
h
け
る
「
技
術
的
・
専
門
的
防
御
棒
L

保
障
の
強
化
を
じ
ち
出
？
に
一
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
、
当
時
、
こ
れ
に

刻ム
n

J

る
計
似
に
も
禄
々
な
も
の
が
あ
っ
た
u

す
な
わ
ち
、
改
ー
止
後
の
箔
お
尋
問
ー

刀
法
的
科
目
に
湾
L
て、

日
改
正
ば
、

－
r
j

：
l
 

h
k
H
j
d
t
 

iL 
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b
v
絞
疑
者
の

と
し
て
の
性
格
ー
ピ
強
め
た
と
ナ
る
対
側
も
あ
れ
ぽ
、

「
訟
拠
収
集
心
［

防
御
の
手
段

｝王
立ィ

同
日
査
絞
闘
に
？
れ
る

段
、
乙
〕
て
の
叶
裕
、
？
明
掛
川
に
な
っ
た
と
す
る
荒
川
川
も
あ
っ

し
ず
れ
に
ぷ
し
色
、
担
一
令
実
議
関
係
者
か
つ
は
、
同
改
正
は
、
司
法

イタ Jγ11;1'J'#c千百iLJこ〕ける岐令域医こよ；s被H甘）｝つのfO:；ポ主主取［枇

芝山内
A

民
に
、
。
る
！
仇
逮
捕
者
の

尋
問
L

怜
限
乞
復
吋
げ
さ
刊
わ
に
は
レ
え
、
方
選
人
J
A
I
い
を
は
じ
め
と
ず
る
手
続
的
制
約
が
過
反
に
，
h

乙
り
わ
け
組
織
犯
市
に
関
「
る
一
刊
拠
収
集
の

T
段
、
こ
し
て
は
、

八
川
な
機
設
す
来
七
、
ご
ス
な
い
も
の
J

ノ
ア
〆
て

L

｝

1
1ノ
ア

｝

、

J7
ふ
｝
ιー

ま
う
た
の
で
は
な
い
か
と
の
危
憶
が
十
百
附
さ
れ
る

γこ
に
な
う

i~I 

ムコγ
」に
j

円

九
v

白
人
午
一
一
↑
月
日
に
は
、
う
品
凶
作
十
改
H
に
間
一
す
よ
巳
十
七
の

r
fつ
な
山
川
J
V
Z
（
メ
け
と
し
制
定
六
れ
た
叫
判
定
主
出
令
品
開

八
日
刀
法
律
μ事

lん

号
に
転
換
J

に
よ
コ
て
、
刑
訴
法

ー化匁誌の

が
新
設
Jn
れ
る
こ
と
な
っ

h
九
口
勺

吋
川

ι
1
4
月

第
二
二
五
条
の
ニ

コ
被
疑
者
、
被
現
行
犯
逮
捕
者
、
被
緊
急
逮
捕
者
の
簡
易
事
情
聴
取
）

い
iJ
l
＼
 

絶
吋
的
以
緊
急
性
h
I

認
u
y
／
ら
れ
る

と
ふ
じ

PL出
店
、
帆
川
畑

T

ヘ
4
条
の
一
一
に
｛
七
め
る
犯
罪
に
坦
認
す
る
技
併
を
遂
行
す
る
h
J

吟
に
の
み
、
司
法
営
察
門
R
は
、
弁
詩
人
が

L
t＼

--、
' " 

被
現
行
犯
述
税
者
ま
た
は
保
二
一
八
条
に
定
吟
る
被
緊
急
主
抗
朽
の
的
易
豆
沼
滞
取
を
行
う
ご
と
が
で
寺
る
－

一勺木
r人
文
一
－
L
、
主

Uμ
川

prn
、

！一ル

H

一号、
I
7
1
J
L
I－

－

同

2
4よ
ご
れ

F
、

：l
f

J

Z

－
 

い
か
な
る
訴
訟
円
仰
で
の
日
始
古
も
も
に
な
い
J

同
情
報
は
、

川
町
川
切
り
制
裁
mu

も
と
で
、
議
戸
お
よ
ひ
一
北
口
の
l
h

門
川
本
と
は
な
ら
な
い
c

川
一
仏
警
察
百
円
川
川
、
共
和
国
検
事
士
も
し
く
は
法
務
官
お
J
び
弁
議
人
川
、
前
日
却
占
下
宿
腺
山
引
を
行
っ
た
旨
Jpc
白
ち
に
通
知
fJ

会〕」
の
出
刑
訴
法
二
一
日
条
の

る
1

簡
易
U
J
情
聴
玖
」
の
制
度
は
、
そ
の
対
象
弔
件
が
組
終
犯
罪
お
、
。
ひ
7
u
リ
ズ
ム
関
連

犯
川
庁
（
河
じ
く
九
い
い
八
刊
の
法
伊
第

丸
円
す
に

ο

っ
て
導
入
さ
れ
ど
刑
訴
法
一
ハ
hh%が
の
二
に
列
挙
手
れ
亡
、
大
量
殺
人
却
、
式

が
／
集
団
組
総
・
4
亨
ノ
引
却
、
殺
人
川
庁
、
強
吹
罪
、
一
例
淡
・
強
要
ヨ
的
制
刊
限
界
与
す
）
に
限
公
δ

れ
て
U

る
こ
こ
か
り
も
明
ら
か
な
よ
去
に
、

当
時
相
明
会
し
℃
い
九
川
類
取
の
犯
非
対
治
の
照
と
し

U

作
一
者
が

」
の
耕
三
な
川
坑
定

。C丸山
3

ご
と
に
は
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"' 
を
定
め
る
に
あ
に
け
、
「
尋
問
」
の

民
易
事
情
聴
取

心
d
E川
市
い
て
い
る
こ
と
に
正
念
が
必
安
で
あ
る
つ

一
A
J
U
b
A
m

l
j
j
k
 

ー
簡
易
尋
問
い
お
い
て
は
、
当
時
の
刑
訴
法
二
一

る
よ
う
へ
弁
護
人
の
立
会
し
が
「
必
M
7
J

的
こ
さ
れ
て
い
た
の
に

-" 
訓 J

日付

v
、
新
た
に
設
け
つ
れ
た
陪
日
明
手
悩
謄
以

の
削
茂
に
お
い
て
は
、
方
選
人
山
立
会
権
自
体
が
保
障
手
れ
て
い
な
か
っ
た
一
」
と
ド

ら
、
？
で
の
法
的
性
質
を
異
に
し
、
し
三
が
っ
て
、
府
河
川
上
生
向
者
を
川
コ
怖
に
い
山
戸
ず
る
必
守
、
が
認
識
手
、
れ
て
い
た
か
ら
ミ
あ
る
守

さ
れ
る
ロ
し
か
し
、
他
方
で
、

i
u作
者
は
、
み
の
よ
え
な
手
続
的
保
障
の
欠
刈
に
対
応
さ
斗
て

J

一事引で
J
苦
「
ぇ

笥は

j
r
i時
b
h
L

幻
手
ぬ
！
の

苅
何
本
i

、
／
）
り
わ
け
そ
の
結
果
心

使
川
用
一
万
姥
性
」
を
引
畑
山
し
て
い
た
こ
〉
〕
に

JE引
を
つ
け
広
け
れ
ば
な
ら
な
い
す
な
わ
え
刑

一
h
i一d
U

－AAの
は
、
寸
の
け
恥
州
K
H
H
ら
れ
た
い
日
報
に

J

か
川
町
｝
白
訴
午
、
rhi
の
慨
世

Z
L
C町
内

E
？
と
勺
さ
π
2
2
Z
L
、」

1vruロ
ザ
凶

7

ご
）
三
人
二
二
一
コ
？
l
持

t
レい

二
I
C
A－
－

b
4
c
y
E
i

報
告
（
片
山
勺
市
3
5
v）、一司一一ー

（宗主
5
3
2
5
5乙
合

流
h

じ
ゃ
の
で
あ
る

fm引
」
〈
治
方
で

月
間
配
む
し
は

斗
法
駄
］
J

市
長
に

す
ん
し
九
布
引
叫
検
辛
正
J
U
L
く
は
法
務
官
、
モ
し
と
弁
護
人
に

一
泊
い
笠
ア
市
十
兆
取
一
が
行
わ

れ
に
U

日
の
通
知
吉
行
う
よ
〉
二
哀
務
つ
日
て
い
た
F

A

一項

τ

こ
の
立
民
は
、
特
ど
心
草
人
犯
罪
に
附
仇
す
る
捜
査
に
限
引
こ
で
は
あ
る
が
、

一
刀
で
そ
の
手
絞
り
効
用
水
古
川
悦
心
し
つ
つ
、

尋
問
一

う市：l
と l立
し〆い、

7ニ；半
もつ
υj 、
－－レ」
どの ト
る ~t
）ンそJ

l、権
与干H
';;- I足

1!: j均
一.. --

同
忍
す

る
マn

7こ
ち
ーと

町
訳
者
祭
職
員
、
L
Kる
被
疑
者
か
ら
の
情
報
役
作
の
ぢ
勺
い
を
確
保
じ
よ

」
れ
に
対
し
て
は

」
の
よ
う
に
お
ず
如
水
犯
践
が
限
定
さ
れ
て
い
た
に
せ
ド

「
技
術

レJ
4
1
v

、
H

的
・
一
同
守
門
附
防
御
棒

の
保
障
を
付
わ
な
」
司
法
部
パ
祭
］
円
、
に
よ
ゐ
彼
疑
若
か
ら
の
H
h
山
一
が
み
？
の
権
限
J
V」
1

後
日
さ
せ
る
ご
と
山
よ
り
、

ー
閉
山
容
の
通
王
な
辰
闘
を
出
［
ぷ
し
き
た
糾
問
、
ド
義
的
ー
？
心
性

山
祭
関
係
苦
い
呼
｝
J
起
ミ
す
お
そ
れ
吹
指
拾
す
る
見
解
も
あ
っ

そ
の
ほ
か
、
可
制
反
に
悶
1

v

て
は
、
被
疑
省
の
防
御
棒
や

（
特
定
の
犯
罪
頬
型
の
険
疑
有
に
の
y
ぺ
〆
迎
い
い
川
さ
れ
る
と
い
え
芯
味
三
一

原
則
を
ロ
ロ
d
h
1
る
の
で
は
な
い
か
、
法
の
｛
止
の
る
裟
件
允
足
の

｝
コ
い
て
川
J

統
制
手
段
を
誌
け
る
べ
き
で
は
な
か
一
っ
た
か
、
埼
京
、

被
疑
者
が
供
述
採
取
に

2
1句、一
ζ

芝
山
一
否
ず
る
こ
と
九
J

多
い
組
織
犯
罪
対
策
ど
し
て
は
効
果
が
少
白
い
り
で
は
な
い
か
与
の
Y

似

4
が
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1

山
発
的
円
（

U
M
V
C
E
E
E
H
g空

な
さ
れ
た
供
注
」
で
あ
れ
ば
、
と
れ
を
「
脱
取
し
、
調
書
に
1
／
る
こ
と
け
hd

で
き
、
そ
れ
を
決
判
所
が
目
、
つ
の

b
k形
成
の
た
め
に
使
用
ず
る
こ
と
も
で
き
る

L
Y

い
え
ノ
制
ば
で
あ
っ

h 
；立

［
一
、
！
一

？
j

z
ノ
Z
J
ゐ川
1

-" 
訓 J

利
条
の
改
主
に
よ
っ
亡
一
尋
問
い
い
誌
サ
、
い
ノ
れ
ゐ
こ
と
に
な
っ
た
厳
帥
ね
な
い
災
件
お
セ
ス
Y
4
続
的

な
権
利
保
内
仰
を

E
E
l
－
つ
コ
、
被
疑
省
か
ら
供
述
を
何
日
る
行
め
に
、
司
法
警
祭
戦
買
に
も
亡
り
利
以
は
さ
れ
は
じ
め
た
制
皮
で
あ
る
。

ι
お
よ
び
一
九
七
年
の
川
刑
訴
法

i2、

こ
の
よ
う
な
「
～
津
氏
」
に
コ
い
て
、
一
以
棄
院
汀
例
は
、
当
初
か
ら
、
身
柄
を
拘
束
さ
、
れ
て
い
な
い
被
疑
苔
は
ー
も
一
よ
り
、
「
被

緊
急
逮
持
者
ま
た
は
役
羽
行
犯
述
持
者
」

当
設
緊
急
速
効
ま
止
は
羽
行
犯
述
持
の
現
場
で

ま
っ
～
く
ヨ
洋
地
的
t

～
～

一一九一
J

、j
i

、

F
i
j
i
F
1
t

ィマ、
J口
市

で
あ
る
と
し
て
も
列
ヰ
に
さ
や
ご
信
じ
て
行
う
こ
と
を
主
主
で
い
る
供
述
を
、
可
件
一
昨
祭
議
員
ぺ
川
町
山
川
宝
J

に
吋
甲
山
る
こ
y
、

中
小
水
戸
ド
v

J

、
〉
て
L

hー
ホ
ベ

y

一
J

5
1
l
、
才
；
A
K

《

1
1

；

l

t

 

与
の
妓
査
検
問
凋
ピ
よ
ゐ
供
決
採
取
行
為
ζ
7
L

亡
の
山
容
忙
を
停
一
認
し
み
に

＿，ト

の

ー
ヨ
交
的

要
作
は
必
F
1
1え
れ
絡
に
遭
川
刑
さ
れ
7

匂
こ
と

場
合
に
よ
ハ
て
は
一
司
法
警
祭
円
以
に
よ
っ
て
μ
比
さ
れ
た
場
合

で
も
一
白
ハ
刀
注
が
一
認
め
ら
れ
る
こ
と
さ
え
↓
お
う

一
法
中J
性
格

に
つ
い
て
は
、
「
自
発
的
公
述
は
、
一
袖
疑
平
交
乃

と
？
に
、
り
て
の

台
知
右
前
総
と
し
、
笠
間
へ
の
応
穴
を
約
一
容
と
す
る
尋
問
一
と
は
ど
の
性
長
お
よ
ひ
げ
的
の
出
、
で
制
度
古
川
ハ
L

す
る
も
の
で
め
る
こ
1
f

古
川
川
出
と
L
て

川〆一吐い
A

二
斗
条
日
予
定
め
る
弁
浪
人
の
！
V

九
百
い
や
黙
秘
梓
の
予
知
刀
の
子
約
的
保
障
が
妥
中
ー
し
な
い
Z
と
が
一

ι阪
か

L り

の謡、
使め
］っ
11i 11 
中ザ
配」

任；：1も
合い

一弓

、3
ふー

コ

ヒ

') 

n 
f史
じJ

I主主
性

〉
通
』
〉
う
、
リ
1
）一、
b
T
t

、〉でよ
U

〉刀
LtJrdν

山

l
h内

C
！1ノ来

Jt

「
白
交
的
供
ム
ロ

に
は
、
州
問
ト
点
在
日
的
で
の
使
用
だ
け
て
な
く

の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
巾
阪
棄
院
判
決
の
伝
し
m
’にも、

仙
の
計
拠
の
一
例
強
一
副
拠
7
F

）
、
〕
て
の
傾
向
m
吋
能
性
し
か
認
め
、
つ
れ
な
い
と
し
て
制
限
的
い
則
一
が
す
る
も
の

そ
の
信
用
問
に
つ
い
て
は

そ
の
j

門
容
そ
れ
同
体
の
蛤
味
お
よ
／
J

仙
の
討
拠
と
の
対
四
ー
に
よ
り
依
亘
に
↓
γ
州
L
な
け
れ
ば
な
つ
な
い
こ
の
留
保
を
つ

こ
げ
が
み
め
つ
に
J

ー
れ
だ
け
て
古
会
な
あ
る
い
は
独
ー
ν
じ
た
使
川
町
能
性
が
認
め
ら
れ
る
／
て
i
G
4

門
会
的
供
述
l

に川川パム
n
J

る
ト
中
心
よ
～
寸
注
実
務
の
状
川
山
は
、

ー
ん
〕
川
出
合
ー
の
け
訴
法
二

h
粂
（
り
改
主
お
よ
び
一
九
じ
八
年
の
バ
tt

；：、：OGc 9' ［似]<o，主？） 56 i.3 1仁＇°＇ c• 
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一一
A

什久れの

干
の
連
加
の
一
校
主
行
山
航
し
た
す
立
わ
ち
、
前
h

止
の
工
人
ノ
に
、

一行久市（
U

庁
九
ご
い
よ
り

九
l
悶
』
（
り
刑
訴
出
子

合
同
3

貝
に
一
t
h
w
似
逮
捕
γ＝
の
簡
易
一
尋
問
い
お
け
る
弁
護
人
の
J

一会
L
、
？
「
必
括
的
」
と
さ
れ
、

ま
た
、
被
疑
ー
へ
の
応
谷
川
否
持

イタ Jγ11;1'J'#c千百iLJこ〕ける岐令域医こよ；s被H甘）｝つのfO:；ポ主主取［枇

の
白
知
が
季
持
つ
け
つ
れ
る
ご
と
に
会
わ
、
同
規

ιは
、
同
法
一
一
一
条
い
い
仇
っ
て
共
和
川
田
被
辺
一
に
よ
る
い
慨
読
者
の
「
叩
閃
に
も
南
じ
さ

れ
て
い
た
が
、
」
の
、

7
一
は
、
民
奇
際
関
に
ぐ
コ
て
、
被
疑
お
と
の
古
援
の
関
係
す
ん
吐
く
三
／
一
に
対
ず
る
耐
え
都
い
障
害
こ
な
っ
て
た

ぷ
U

山
的
、
結
果
的
に
は
、
む
し
ろ
、
「
口
発
的
供
述
」
ほ
取
の
必
要
件
が
れ
γJろ
－
強
調
さ
れ
る
と
い
品
事
態
を
怖
い
た
と
さ
れ
る
、
。
ま
た
、

い秘
μ刑
判
叫
叩
引

e

γ

ロ
リ
ズ
ム
犯
罪
刈
取
立
法
の

時
と
し
て
九
♂
一
）
八
引
の
刑
訴
法
改
正
に
よ
り
新
設i
さ
れ
ト
寸
前
ド
刻
字
情
聴
取
」
も
、

タ
プ
ノ
＼
の
午
説
の
肝
問
符
に
反
L
て
｜
｜
牛
に
も
ド
九
た
よ
う
に
、
対
象
犯
罪
が
限
定
さ
れ
、
よ
μ
っ、

絶
対
的
伝
緊
急
件
i

の
？
九
、
／
）
て
心
人

一
許
セ
ト
れ
て
い
～
、
）
乙
、

そ
し
て
、
と
り
わ
け
、

r
u川
恥
県
採
取
さ
れ
ん
一
供
述
の
公
刈
で
の
使
用
が
決
J

付
さ
れ
て
い
に
こ
／
了
、
止
め

り
ー
ー
γ人
務
に
お
け
る
日
発
的
供
述
一

川
刊
例
も

校
疑
者
が

の
刊
ぃ
川
を
減
少
手
合
る
と
こ
ろ
か
、
一
宿
泊
さ
止
る
い
粕
川
市
と

形
式
的
な

T
続
に
従
う
こ
と
一
子
士
、
山
ら

に
お
レ
て
一
之
一
は
、
れ
に
慢
抑
制
す
る
d
設
の
机
訴
に
お
い
L

暴
露
1
た
ほ
う
が
よ

い
と
考
え
る
す
、
て
の
事
べ
ん
を
、
校
長
吉
に
戸
出
に
帰
納
す
る
f
と
が
禁
じ
b
れ
る
わ
け
で
は
と
い
以
μ

一
、
可
誌
竺
察
職
員
が
、
被
日
何

行
犯
逮
摘
者
ま
た
は
彼
緊
急
逮
捕
右
に
よ
っ
｝
L

白
発
的
に
な
さ
れ
戸
一
社
い
述
を
採
取
す
る
い
1

ぐ
は
、
た
と
え
手
れ
が
ほ
己
の
刑
事
責
仔
ピ

認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
J
O
、
決
じ
り
れ
と
は
い
な
い
と
し
て
、
こ
、
U

よ
ぷ
な
実
誇
J

ヂ
追
認
し

ま
た
、
そ
り
公
川
使
川
畑

可
d

間
性
山
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
九
七
八
ヰ
の
川
訴
法
改
一
ょ
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
同
法
二
汗
矢
の
二

判
例
の
ト
ヘ
勢
は
、
こ
れ
を
汁
d

手
γγ
ハ一

て
こ
れ
を
よ
門
三
寸

る
も
の
も
zd
い
わ
け
で
は
な
か
コ

i :i; 

こ
、
っ
し
て
、
旧
刑
訴
件
、
i

の
実
務
に
お
い
て
は
、
「
簡
易
尋
問
ま
た
は
「
簡
易
事
情
版
取
L

を
行
う
た
め
の
諸
安
心
い
が
妃
た

き
れ
な
い
ぬ
合
に
お
い
て
点
、
司
法
筈
察
職
員
は
、
被
疑
者
に
も
ふ
り
1

日
出
先
的
に
な
さ
れ
七
供
述
を
採
山
内
し
、
調
ヰ
化
ず
る
こ
L

一
が
で

き
、
必
ー
が
は
そ
れ
を
白
ら
や
心
一
司
形
成
の
た
め
に
用
い
る
、
」
ζ

が
で
き
る
1

も
け
い
〈
汽
れ
て
、
ー
γ

の

一
）
〉
）
亡
一
Y

一品

、5
1
d
m
てよ
h

一「人
一円！？式

:1:,)(}(lt？：日 ＇｝ lo:J: 01：「、 i？〔＇JG,9 ] 



"' 
用

に

悶

L
C
は
、
中
f
時
、
川
：
り
、

刑
訴
法
（
り

Jr山村
ι
反
す
る
も
の
で
あ
る
だ
け

E
な
く
、
供
込
（
り

白
交
が
に

る
手
紋
的
な
権
利
保
障
の
雫
洞
化
を
川
知
き
か
ね
な
い
も
の
で
め
り
、
「
日
光
的
伐

は
あ
く
ま

か
コ
岡
設
さ
あ
る
以
上
、
刑
訴
法
A

二
斗
条

-" 
訓 J

）＇じ

O) 

た
と
え
そ
、
れ
い
引
J

叫
則
さ
れ
る
と
し
て
4

V

押
収
そ
れ
自
体
が
司
さ
れ
な
い
の
さ
ば
な
い
し
引
、
あ
る
い
は

で
当
該
供
川
内
採
れ
を
凶
作
乙
す
る
た
め
の
安
件
に
「
一
さ
な
い
の
で
あ
り
人
と
の
結
束
採
取
さ
れ
ぺ
供
述
内
J

法
ゐ
一

h
条
の

仁
準
ー
ェ
ー
、
考
え
る
べ
き
で
は
な
い

当
時
の
，
Y
説
か
ら
は
H
M
l
U
い
批
判
が
向
け
い
ア
れ
て
い 山

闘
す
る
誌
誌
が
様
妙

「
白
公
性

「
公
同
他
用
可
詑
性
」

－
山
一
出
刊
訴
し
は
kr
に
一
江
川
合
「

μ発
的
供
述
」
制
反
の
由
市
川
主
戒
に
つ
い
て
は
、
L

く
に
、
炉
問
お
ま
～
〆
乙
百
三
日
E
Y
P
R
m
与
E

2

2

5

t

E

吉
宗
p
r
M件
七
、
む

U
Y

悲
J

同日）

（川川～（、一－
F

1

2

コ
戸
山
戸
MC
主
主
一
日
ψ
叶p
y
H
℃x
x
F
2

ア
h
Z
L
U

｝Z
叶川山一円｛）れ吋（〆ムハごごハ一、一、一一同んこ一山一一一

AU

～、ミ
h
N
h
m
J
N
h
～
と
号
、
い
ふ
ぬ
？

khhbhh～可ミパロミ～～、究旬、れかにへ一
mhkhhwhhhN岳
、
ご
さ
Q
K
m
s
u
s
m
）札口尽注民対、古九円
ν1

｛
川
、
〔

MEA
－叩
hy
む
き
切
さ
～
と
ご
と
＼
ミ
ミ
た
2
2
E二
一
戸
℃
主

（
山
一
（
Z
F
J
J
N

叫
［
出
店
C
1
【ハニ当日古川
ψ
Z
E
E－
D
《

t
c
p
u
h－2

辛
口
沼

U

Z

N

H

判
決
は
、

x
v
Jに
、
被
内
政
者
ペ
J
円
J
A
官
、
円
剥
に
長

引一
n

る
こ
と
の
川
出
口
古
山
で
一
一
っ
て
、
丸
二
一
立
川
市
公
く
モ
の
黒
字
、
叫
が
冊
目
叫
マ
れ
て
九
一
hu
、Lつ
ば
、
い
一
示
持
者
市
町
即
庄
の
釈
放
に
い
桁
ひ
っ
さ
、
7
る

ケ
ー
な
計
拠
作
健
口
付
ま
ず
は
円
己
に
右
科
、
晶
状
況
の
成
認
が
害
さ
れ
る
お
ノ
プ
れ
が
あ
乙
川
崎
ム
ー
に
は
、
一
一
心
よ
う
な
利
，
哨
？
ト
オ
る
可
川
市
注
カ
ネJ

’o」
こ
一
γも
、
い
法
融
＝
＝
叫
1

叫帆
Yμ
？
し
ム
る
一
け
八
＋
一
的
併
川
止
」
（
υ採
市
引
ふ
ザ
｝
許
容
A

一寸2
ヲ
ゐ
胆
山
い
、
、
し
て
宇
け
プ
い
る
υ

w

L

わ
口
、
、
同
『
J

Mw
句むミ～叫」乍ゾ
C
、叫吋p
～ミ、也爪
U
札r
必足ミ、〔叫、
M

、へ吋
h
《》匂と宍～吉、一ル町叫夙
hヘ｝、、』
N爪司、
A》h
C
h
2
3
A
問
、
Aに
お
三
台
、
ミ
d

へ
に
弐
守
主
礼
布
、
二
£
た
タ
ヨ
（
お
戸
、
ミ
ア
点
、
丸
ム
ヤ
七
点
、
Y
N
Jい州、

たう／
h
J
に
、
川
1山ハ
4hp品川相パ
U
h
h

「
山
パ
元
山
一
供
述
以
取
引
J
持
h
M
わ
定
め
る
川
文
説
rて
が
し
な
J

か
ら
と
ρ
J
て
、
仙
叫
抵
当
に
や
十
読
人
引
い
な

J
と

こ
ろ
で
戸
L
去
之
、
職
員
～
↓
？
泊
先
し
て
ば
日
ら
ん
よ
い
、
あ
る
し
は
、
守
間
」
f
w
引
に
持
淀
川
材
、
古
川
り
ベ
モ
止
ら
れ
た
口
棄
を
す
べ
て
抵
抗
ず
F
勺
＋
税

務
川
J
ー
リ
用
会
宮
山
城
円
R
U
牛
ず
き
こ
に
な
る
ー
え
い

rfは
な
い
が
、
一
一
J
一
元
日
…
述
。
問
題
は
！
治
的
J
一
で
あ
っ
と
こ
え
を
理
出
f

I

〕てみぺ

議
F
への

υ一
人
以
い
を
似
隙
凶
t
F一
に
長
h
h
的
に
守
問
L
4
J
r

わ
れ
る
～
で
つ
れ
に
の
る
〉
指
出
r
F
Qド

ヘF
N
J
U
P
法
院
芝
、
九
］
い
い
年
戸
月
一
八
H
C
判
決
お
一
リ
日
ピ
持
活
て
、

uw主
と
し
て
で
比
あ
る
日
、

対
局
行
犯
昆
掠
4
h

万
九
ひ
減
♂
Y

：ま
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イタリアJU刑事訴訟法における授伝機関による被疑者からの供述採取T統

急
逮
捕
者
に
は
、
山
ら
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
よ
旬
、
そ
し
て
、
内
発
的
・
な
怠
忠
に
よ

っ
J

に
、
山
己
に
省
利
な
証
拠
を
司
法
嘗
察
城
門
只
に
提
示

し
、
緊
急
の
検
証
を
ノ
わ
う
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
」
と
し
て
い
る

へ
D
Eの
さ
え
守

e
g
右
己
F
Z戸
二
デ
さ
い
こ
ロ

C
ミ
ヌ

ロE
h
－
－屯吋少－
Y
5］）
，
他
J

刀
、
政
衆
院
判
決
の
な
か
に
は
、
司
法
警
察
職
け
れ
は
、
「
と
く
に
村
別
な
手
続
に
従
う
こ
と
な
く
、
度
査
に
有
弘
氏

情
報
を
提
供
す
る
人
か
ら
半
怖
を
聴
取
し
、
こ
れ
を
吋
渋
機
関
に
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
だ
け
で
な
く
、
「
犯
罪
へ
の
関
与
を
内
科
と
す

る
供
述
が

μ発
的
に
な
き
れ
た
と
き
に
は
、
：
・
そ
れ
を
報
店
主
問
中
に
己
載
す
る
と
こ
女
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
た
り
お
S
F
M
E
ド

5
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イタリアJU刑事訴訟法における授伝機関による被疑者からの供述採取T統
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3
p
z
v
－v
・
ま
C

も
参
照

（刊印
】

〔一一一戸初切－ザ

ω
。N．H
ザN
日
ヨ
訟
H
a

〈乃
）

こ
の
占
一
に
山
閃
－
坦
し
て
と
〈
に
問
版
｝
と
さ
、
れ
た
山慨
…．栄
院
判
例
と
し
て
、
（
，
《
－
臼
抗
噂
叩
山
作
N

］
叩
巴
＝
司
さ
－
》
『
符
】
坦
吋
3w
］凶d
】『唱
A

冨同戸合

2
－咋』一叶『】宙】吋戸』刈
hH－

モ氏
F
＝司（）
w

で
ロ
ロ
叶
が
あ
る
。
川
判
例
は
、
叶
波
叫
略画祭
紘
ハ
民
に
刈
し
て
は
山
発
的
白
白
を
行
っ
た
被
白
人

一
そ
の
身
休
上
に
は
．
誓
察
官
の
暴

れ
に
よ
る
も
の
と
見
、
，つ
れ
る
混
血
抗
お
よ
び
傷
合
が
認
め
ら
れ
た
）
が
、
介
同ぷ
人
立
会
い
の
卜
で
な
さ
れ
た
「
尋
問
」
に
お
い
て
こ
れ
を
翻
し
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た
も
の
の
、
ヘ
ー
へ
の
中
川
に
志
づ
い
て
す
必
人
パ
一
立
会

γυ
い
く
牧
民
印
に
刈
し
て
な
さ
れ
た
供
述
に
一
品
J

て
円
び
山
口
に
↑
F
T
v
l
ん
し
ど
い
う
宇
一
貫

に
お
い
二
、
い
か
に
る
場
今
作
も
一
供
述
の
円
将
一
件
、
ど
抑
圧
「
匂
こ
こ
ば
で
き
す
、
一
山
川
「
静
止
吋
〈
f
f
円
寸
当
初
日
供
述
、
一
検
問
＝
円
二

H
L
こ
な
さ

れ
折
、
注
の

l

札
を
呉
川
河
ご
の
は
司
ー
で
の
ザ
G
v
f
L
P
」
そ
の
一
は
か
、
九
八
ハ
ム
引
f

え
に
ば
、
多
く
の
！
的
烹
店
内
判
一
例
が
、
一
l

［
発
問
一
折
、
注

か
、
ア
J問
」
な
い
／
1

出
町
｝
引
事
情
脈
取
」
と
ホ

ν
独
一
力
作
い
述
将
棋
千
山
川
｝

Jて
故

J
Y
さ
だ
一
円
岡
山
Y
2
2
5↓
三
〕
p

p
ヘヘミ一
E

E

Eミ

一
削
～
会
主
q
p
k
H

ロ
L
F
2
2
f
V
2
5
5－（
vd
］］めを
2

2

℃
E
Z
ば
、
〕
一
派
白
川
い
Hhu止
に
つ
い
二
、
刑
訴
沃
官
会
の
一
に
（
だ
め
つ

れ
～
事
情
聴
取
と
ィ
帳
、
り
て
の
射
程
は

mk町
に
限
定
さ

h
る
心
て
あ
コ
て
、
長
渋
川
作
f
h川
何
倍
（
E
一一凶作ハス足作
4
3
2
2
r
M
Fこ
さ
は
認
め
ふ
れ

ハJ

L
て
も
、
訴
訟
に
お
げ
る
州
出
J
Z
L
2
円
切
コ
5
2
5一
さ
は
桜
一
め
ら
れ
な
レ
一
こ
す
ハ
》
つ
い
F
れ
に
kf
ヘ
一
民
主
に
判
例
は
、
こ
の
滋

い
に
、
一
一
口
伎
の
「
尋
問
に
、
」
い
、
同
様
の
供
述
が
治
対
さ
れ
行
場
ム
ピ
は
、
そ
の
供
述
に
公
判
岡
市
υ
川
町
棺
刊
号
粁
『
却
に
認
め
る
削
山

r

人
νr
ん一戸（
V
E
r
出
R
戸
MMPWセロ］色

HF石
川
シ
ね

d
w
E
F
E
（へ～
υ
u
T）」NdH3宗
一
じ
凶
玉
川
（
Y
F
3
b
t
w
p
v
E
E
b炉問ヴヨ
κ
と
一
除
2
2
コ
h
札口
E
E
Z
N
Pャ

ら
L
E
A
N
之
と
と
も
な
互
に
お
主
主
ご
P
K
Fミ
νえ
た
き
さ
き
～
＼
へ
と
へ
守
主
7
ふ
さ
与
を
と
ど
へ
た
た
え
5
之、
E
F

も
つ
一
7
3、
卜
ぬ
存
判
伺
汗
な
か
に
は
、

同
日
立
川
悦
問
に
よ
る

1
U括
的
状
出
」
附
押
収
幻
司
容
竹
お
よ
ひ
ァ
二
心
公
叩
使
川
町
能
性
に
つ
し
7

h

眼
的
作
よ
止
助
か
と
る
も
の
も
の
J

て
）
～
と
え

，
日
日
、
亡
】
［
J
ヰ｝

7泊
三
戸
AJ
凶合対
F同
42MG
同む
γly
、「』げとη一回丹、口令内】一ゴ
AJ
－t
b
N
3
人
こ
%
と
へ
と
一
日
p）吋合
J
d
h山に
3
2｝u
r
V
2
戸t
t
〆一一

f
h吋司VNN辺、、
Ahhk～

2
2
3
2
E
3
与
を
と
N
E
s
tさ
を
へ
き
さ
吋
一
3
士
、

2

2
二
問
、
吋
九
人
が
LdJh
ん
か
っ
一
て
－
午
、
行
わ
れ
た
叶
一
民
主
製
域
社
に
、
，
也
被
疑

苦
心
一
弓
同
」
山
、
に
こ
え
そ
の
介
技
人
自
身
が
乞
の
こ
μ

に
い
川
烹
し
て
い
た

G
L
1
？ゐ一一下、効

E
己
5
」
じ
あ
る
し
、
二
九
七
五
年

w

作
む
）
川
副
誌
に
打
矢
に
定
的
ム
一
れ
に
？
杭
士
、
『
一
寸
せ
ず
て
ぷ
部
取
：
れ
）
も
の

1
d
ζ

、
で
の
7v
帯
で
り
一
世
川
リ
良
川
崎
む
市
｛

ιν

一－
Lν
ザ
ヤ
c

ヘ山山
J
ハ
代
衣
的
な
川
刊
と
し
て
、
門
戸
y
f
m
z
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r
p
z
＝
2

5
定
一
一
）
二
L
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ヨ
コ
ニ
レ
Z
K
U
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℃
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d
u
s
t
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三
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》
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F
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2
7
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ぷ
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予
」
平
げ
J

一
れ
る
口

ヘ刊か
J
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F
太

N
コ～円一ニベ戸内η
古
C

同
心
平
一
三
A
h
N
N
2
2
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hD

（刊～

I

一
光
的
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一
～
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川の
J
y匂
当
斤
心
主
苛
W

．
刊
州
U

同
～
却
州
一
判
的
な
『
川
何
削
〆
」
一
」
山
い
、
｛
J

【｝申んア三子へ
4

、
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η
伶同」
NNμ
袖、今
L

兵え於、匂
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J
℃
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町
占
門
〈

Aヨメ）同
F
H
Eえに
Z
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R
2
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J
A
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ゴ
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どp
へ
F
E
E
S
J
Eミ
主
的
、
主
ご
ご
ご

54C一
二
七

E
E
L
Tが
、
反
刈
に
山
主
的
作
川
辺
一
採
取
っ
十
、
品
川
ツ
」
支
持

rJる
ふ
工
と
ぷ
二
工
務
氷

凶
身
に
一
ふ
る
）
は
閉
山
こ
し
て
、
巴
戸
V
J
4
4

二ア円
A
2
5
2ご
～
＼
ミ
ロ
ミ
こ
た
ち
JnkoA？
v
へ、
NR2～huw
ぺ
九
戸
注
ハ
ル
ヱ
旬
、
む
し
二

J
r
u
f
口
安

R
P
午
、
号
、
二
宮

、ヘ町ひるた川代
h

h
、旬、九ねた
W34
九同方向なた
ω
、ミ主主へ
NhA

一つへと♂
J
h
h
、ぷJ
叫

】

hv
ヴ
「
コ
ア
九
日
刊
に
ヨ
（
同
ド
内
h
c
hふ
f

～ぐい叫へどとさミ、
A
U

、一p
m
N
九之、弘、
hb
。～山村、九
v

b
とえ
Z
5
5
2
（
と
に
小
寸
h
J
、
三
九
、
打
パ
七
阿
ノ
干
の
刑
協
法
改
正
吉
に
）

h
ノ
一
七
現
場
で
な
さ
れ
た
H
発
的
供
述
に
コ
い
て
、
河
人
ル
野

村
桂
川
を
臼
す
る
二
己
主
知
コ
て
d
h
、
か
っ
、
什
、
一
止
が
Jい
じ
の
ぶ
未
ご
用
v
ら
れ
る
川
市
崎
が
戸
矧
さ
れ
て
v

た
こ
と
を
長
門
2
L
v
k
y
C
C
小山

判
把
肘
リ
長
津
ど
九
認
め
る
見
解
乙
J

一
三
「
再
三
q
J
U
3
2
2
2
去
、
芝
、
百
三
三
一
一
七
ミ
（
｝
昨
今
士
事
州
U

一」
H 

刑
訴
法
典
八
干
例
改
正
り
4

町引き

1l1 

d
l
に
巨
て
き
た
よ
う
は
I
V
法
に
よ
る
征
別
心
介
入
と
平
ノ
仁
し
亡
、

九
う
つ
む
年
代
以
降
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
の
か
国
改
正
の

九
却
さ
が
本
位
制
化
し
て
い
戸

γ
し
し
仁
れ
意
L
J
J
告
げ
れ
ば
な
ら
な
L
h
し
〈
じ
わ
け
、

一
九
仁
川
九
一
｜
叫
3

1

1
こ
主

一

P
J
4
J
L
1
J
l
t
v
』

新
川
恥
平
訴
訟
法
叫
の

公
F

怖
の
た
め
の
斗
八
一
札
「
山
政
的
へ
の

υ
法
委
任
一
を

h
う
法
律
（
以
ト
、

一
九
ヒ
叫
ん
庁
立
法
委
勺
－
法
一
と
h
v
h
ゴ

か

成

υ
1
、
そ
の

条
は

［
マ

仙
川
一
山
刊
行
犯
湾
都
者
主
た
は
被
緊
急
送
説
者
に
！
川
同
丸
一
に
↓
ザ
尚
一
吉
ノ
り
つ
検
察
弓
〈
り
世
代
及
川
、

（
＝
一
口
勺
六
一

被
疑
芸
、
被
一
九
行
犯
忍
抑
者
ま
た
は
被
川
市
急
逮
剖
者
心
砕
い
祭
日
に
よ
る
尋
問
に
げ
人
一
A
7
J土
地
人
の
い
い
惟
利
一
を
定
め
て
い
た

ム
ー
て
、
同
y

仏
山
登
山
い
い
ヤ
い
に
作
品
…
r

つ
い
て
い
f
h
草
六
、
れ
ト
一
一

λ
七
八
平
山
支
は
、
門
戸
一
心
一
六
二
粂
に
お
い
仁
、

見

I
E

J

f

1

 

述
捕
ま
た
は
緊
急
逮
捕
さ
れ
て
い
た
し
彼
疑
者
か
り
、
隊
一
三
刊
か
筒
対
一
尋
問
を
行
、
つ
ま
で
の
期
間
に
散
注
す
る
h
L
そ
れ
の
あ
る
一
い
拠
方

法
を
凶
作
事
前
ぃ
保
九
す
る
た
め
に
役
v
つ
川
旧
制
文
科
以
L
、
止
す
け
攻
る
こ
と
げ
？
で
者
る

（
一
頃
）

U

U

「し、
11

り一？？

l

l

J

7

 

に
お
い
て
も
、
「
被
疑
考
に
は
じ
山
答
1

ど
な
い
権
利
が
あ
る
こ
と
が
佐
川
知
々
い
れ
な
け
れ
は
な
ら
な
い
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
情
報
は
、

ー
犯
罪
行
為
の
産
後
か
っ
現
場
に
お
い
て
な
J

び
れ
た
供
述
、
古
除
き
、
ハ
パ
法
人
心
立
会
い
仕
く
採
攻
一
；
司
令
ニ
乙
は
立
さ
勾
い

ふ項）」

J
b
U
ζ

さ
れ

ご
れ
に
刈

L
て
、
検
察
官
に

E
る
佼
妓
若
か
ら
の
供
述
ぷ
取
－
dv
千
没
／
了
し
て
は
、

一民A
M

問問一凶同戸内戸門戸

街
易
尋
問
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臣
官
口
cmfzc口三

み
L

ん
っ
て
は

の
制
肢
が
子
山
L
Fれ
て
い
た
が
、
ミ
こ
で
も
、
弁
友
人
二
f

手
、
古
権
が
認
め
ら
れ
、
円
て

く
と
v
ら
そ
の
川

rd刷
、
川
ま
で
に
、
そ
の
ヨ
吋
・
場
所
を
被
疑
者
お
よ
び
そ
の
弁
護
人
に
通
知
、
J

て
山
山
頂
す
求
め
る
と
J
1ち
に
、

η該

-" 
訓 J

人
を
退
任
L
C
い
な
い
被
疑
ー
に
は
凹
選
有
識
人
が
選
任
手
れ
る
が
、
引
払
遊
山
リ
パ
蕊
人
少

人
選
任
F
，Q
下
」
と
も
で
き
る
旨
の
白
知
が
仕

き
れ
一
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
本
心
乙
び
れ
た
（
一

ω

。
他
卜
勺
、
河
川
広
来
に
お
い
て
は
、
川
県
則
乙
し
て
、
被
白
人
、
被
答
者
お
よ
ひ

社
人
に
よ
っ
こ
検
一
五
dh
ま
た
は
子
審
川
事
に
対
1

J

て
な
さ
れ
た
供
述
町
一
品
書
お
F

仇
び
川
法
執
筆
戦
円
以
に
民
っ
て
ノ
十
わ
れ
た
事
情
脈
伐
の

守一一

祝
詳
の
町
立
川
仇
」
が
性
小
I
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、

一
知
読
が
議
じ
ら
れ
る
供
述
台
衣
取
し

当
該
供
述
に
践
し

て
証
人
こ
し
て
弓
同
を
受
け
る
こ
と
』
も
禁
H
さ
れ
て

ρ
ーに
F

～め

M
叫
ん
判
際
湿
一
！
が
被
疑
者
か
ら
採
山
惜
し
ア
供
述
。

－
、
川
へ
六
条
）
、

川
使
用
一
り
p

心比性ー

は
U

台
記
さ
れ
る
こ
こ
が
子
｛
止
汽
れ
て
い
γ
n

さ
ら
に
、
河
口
奈
は
、
そ
の
第
一
樹

7
4外

）
第
川
一
部
戸
被
告
人
お
よ
ひ
被
統
計
）
に
、
寸
法
士
渋
職
仁
円
、
検
察

一
円
お
よ
び
予
審
判
山
嘉
j

に
よ
る
被
疑
者
・
被
告
人
か
ら
の
供
述
一
氷
山
恥
に
鳴
す
る
総
引
的
規
定
一
ゲ
↓
お
w

て
し
る
。
な
か
で
も
、
十
品
楠
の
昨

四品協
h
u
U
／
一
の
州
内
問
料
で
哲
県
内
ど
と
応
わ
れ
る
の
は
、
門
川
ハ
ケ
氏
系
七
コ
条
お
よ
び
t
L
八
条
心
規
定
で
J

め
る
J

第
七
O
条
｛
嫌
疑
を
主
ぜ
し
め
る
供
述
］

被
疑
者
ま
た
は
殺
行
人
以
外
の
μ
お
い
が
、
司
法
機
関
ま
た
は
一
同
法
合
需
拡
員
の
p

川亡、

円
J

じ
に
い
川
「
る
犯
罪
の
嫌
疑
念
作
ゼ
L
め
る
よ
久
な
供
述
を
引
っ
一
九
一
化
物
ム
U

に
は
、
当
該
機
関
は
日
立
川
問
、
？
ー
中
断
し
、
こ
の
よ
う
ん
仏
供

叫
ん
の
い
い
珂
宗
、

ベ
人
に
対
す
る
ね
ヘ
ゴ
が
れ
わ
れ
る
巧
能
怜
げ
よ
わ
る
旨
の
告
知
を
行
い
、
弁
護
人
J

乞
選
甘
ベ
ふ
る

山
一
凶
什
い
述
が
、
↓
γ
備
容
坦
の
開
始
後
に
行
わ
れ
た
場
合
い
は
、

裁
判
宮
は
、

遅
滞
ん
ア
、
日
ハ
羽

MJ秋
山
一
に
Z

の
じ
「
通
知
オ
る

川
ゴ
一
必
供
述
が
、
被
疑
者
ま
た
は
彼
μ
一汀人、二

L
て
聴
取
さ
れ
る
へ
き
と
あ
一
っ
た
有
に
よ
っ
て
行
わ
れ
止
場
合
は
、
こ
れ
を
本

人
こ
付
す
る
一
J
拠
／
了
て
苛
U

司
令
二
／
｝
ー
で
き
し
へ
ふ
っ

1
1

；も

1
2
1
1

、
j

t

i

l

l

－

一

1
1
1

r1; 

～、

ァ
よ
、
犯
罪
情
報
こ
し
ず
の
効
来
を
ち
つ
。

ー
」
議
供
述
は

il' f、
J、
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第
七
八
条
［
盟
諸
問
に
関
す
る
総
則
｝

CD 

総
生

7
な
件
、
人
的
強
制
処
分
（
3
2
2
N
5
5
回
目

c
E
E
の
い
お
象
2
さわい、

ま
た
は
そ

の
他
の
担
、
一
ピ
よ
り
拘
栄
さ
れ
て
い
る
場
介
で
あ
コ
て
4
、
巡
し
ま
た
は
暴
力
主
一
防
ド
す
る
た
め
に
必
必
な
併
問
を
除
さ
、
川
河
体

イタ Jγ11;1'J'#c千百iLJこ〕ける岐令域医こよ；s被H甘）｝つのfO:；ポ主主取［枇

主
的
只
さ
れ
ず
九
尋
問
な
受
け
る
し

尋
問
を
受
け
る
有
の
同
意
が
あ
二
ー
よ
、
日
ピ
以
乏
の
つ
い
訂
に
影
響
？
？
に
ソ
え
、
士
三
は
事
実
心
記
憶
お
よ
ハ
υ許
制
後

HJV－

党
容
さ
せ
る
よ
う
な
方
法
ま
た
は
絞
杭
を
出
い
て
は
な
つ
な
い
υ

尋
問
が
持
給
3
れ
γ
Q
F

別
に
、
被
告
人
に
は
、
第
む

粂
第
一
一
J
に
定
め
る
と
こ
ろ
z
ぜ
除
き
、

U
話
し
な
い
F

叫
世
利
が
あ
り
、

忠
川
併
し
人
位
く
て
も
手
続
が
継
訂
さ
れ
る
こ
と
を
件
釘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(i) 

被
告
人
に
よ
っ
て
司
法
絞
坊
に
対
し
マ
、
注
さ
札
～
供
主
は
、

の
い
か
な
る
状
務
ま
た
は
経
紋
げ
い
お
い
て
も
、

副
一
ゴ
の

対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
J
J
レ
c

本
粂
の
諸
規
tι
ぽ、

寸叶法
um

和小
hM
帆
［
長
に
よ
っ
て
被
告
人
ま
心
は
被
絞
者
か
ら
供
述
主
氏
以
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
行
誌
を

今
H

む
そ
の
飽
す
＼
て
の
行
為
に
連
川
刑
さ
れ
る
v

と
れ
ら
の
市
川
刻
む
は

一
九
七
回
ι
の
14
訟
に
ダ
任
法
が
定
め
る
「
／
」
＋
’
H
じ

F
叶
汁

一

z
f
i
に
お
い
と
は
明
徳
ほ
形
で
子
む
さ
れ
い
と
い
に
も
の
で

は
な
／
＼

1
h
v
L
勺
、
じ
人
不
法
小
品
ぷ
草
の
段
批
判
で
現
れ
た
も
の
で
忘
る
f

v

か、
J

、
前
知
ピ
む
い
て
円
ん
こ
と
お
わ
、

九
七
（
U
司
代
に
お
レ
て
は
、
組
織
犯
罪
・
子
円
汁
ズ
ム
悶
述
犯
罪
の
多
発

t
J
A
H
亡、

設
会
は
こ
れ
に
け
す
る
対
応
1
V
法
に
追
わ
れ
る
こ
p

に
な
っ
た
た
め
い
、
一
」
の
力
七
八
司
の
刑
訴
法
改

E
法
案
一
小
ヨ
の

E
を
伊
る
こ

羽
行
刊
誌
法
問
ハ
の
成
，
り
に
官
官
慌
に
コ
な
が
る
河
川
υぷ
到
改
正

山汁バ
J

活
発
化
す
る
の
は

と
は
、
対
同
な
か
っ

与
の
後
、

イ
タ
1
ノ
ア
に
お
い
て
新
織
犯
罪
・
チ
ロ
リ
ス
ム
犯
罪
と
必
同
一
拍
き
を
み
九
し
た
九
へ
行
一
午
代
後
市
に
人
》
て
か
り
で
あ
る
ロ

i2 

r
七
の
よ
入
な
経
緯
を
経
ー
に
徐

九
八
じ
午
に
山
川
z
げ
し
た
現
行
刑
訴
法
D
d
法
委
止
法
条
は
、
限
公
絞
羽
ー
に
よ
る
被
疑
者
会

:1:,)(}(lt'?i日 ＇｝ IGI 6＇ι3 i？〔＇JG.9 ] 



"' 
ら
の
恥
い
れ
此
採
取
に
悶

rる
攻
付
刑
訴
沃
の
止
法
持
釘
1
／
し
て
、
防
御
の
手
段
と
し
て
の
性
格
に
あ
わ
せ
て
尋
問
の
ず
討
を
定
め
る
こ

と
（
行
い
号
）
」
、
「
一
マ
問
い
吋
詑
人
を
げ
ち
会
、
わ
せ
る
被
疑
者
・
被
バ
什
人
心
権
利
ヘ
ハ
号
）
」
、
「
険
祭
’
同
が
ほ
査
の
辰
聞
に
関
す
る
桁
不
を

-" 
訓 J

山
「
ま
で
の
問
、
む
突
の
丹
恰
成
お
よ
び
犯
人

べ
て
の
一
R
山
怖
を
収
集
〆
、
現
行
犯
設
蛸
土
J

に
は
m
M
2述
制
さ
れ
て

い
な
い
被
疑
省
か

ZV川
護
人
リ
会
い
の
も
と
て
簡
易
事
情
聴
取
を
し
う
司
法
警
察
戦
闘
円
一
の
権
限
・
義
務
、
検
察
白
に
よ
う
て
H

目
、
体
的
に

委
任
さ
れ
た
い
も
品
や
お
い
、
検
川
内
小
判
に
よ
コ
て
川
凸
さ
れ
だ
い
お
ぶ
わ
範
凶
山
口
JL
犯
罪
半
、
惟
認
了
J

る
ヒ
め
の
す
べ
て
の
探
査
活
政
お
砂
町
、
J
p
f

の
絞
に
利
引
れ
七
副
件
、
に
よ
っ
て
必
要
ζ

さ
れ
る
治
駄
を
、
均
一
祭
一
h
に
す
ち
に
ほ
抑
止
「
し
つ
つ
行
三
寸
法
讐
察
恥
買
の
権
限
e

義
務
、
犯
行

現
場
も
し
く
は
そ
の
直
後
に
お
、
て
、
甲
子
吋
下
げ
へ
の
い
会
、
か
な
く
て
も
、
阪
去
の
込
速
な
道
行
の
ー
乙
め
に
什
，
H
な
い
付
祁
若
！
7
、
は
繰
疑

に
つ
い
て
平
信
士
聴
取
す
る
司
法
執
ぷ
ぃ
ぷ
［
止
の
権
限
・
弐
持
、
再
税
不
詑
な
／
七
為
に
持
す
る
も
の
を
ん
同
む
、
防
／
叫
仕
閣
の
似
障
に
持
一
o
J
Q

立
ト
体
的
規
定

る
が
州
主
刊
の
作
成
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
没
合
以
外
に
お
い
て
、
お
定
の
方
式
に
従
ハ
て
、

" ,-, 

要
約
的

ιで
も
、
行
わ
、
れ
た
一
沼
市
…
に
へ
J

W

て
1
4
日
録
す
る
寸
法
昨
川
区
示
以

c
t
u
義
務

「
つ
一
号
二
、
「
軍
一
雫
訴
後
の
行
使
の
た
必
お
よ
び
波

疑
日
に
有
利
立

1
拠
p
ど
色
L
P
］
具
、
私
的
事
実
の
的
誌
の
え
め
に
辺
市
Y
を
行
う
ね
察
日
心
権
限
五
務

出
向
的
mv
た
め
に

被
疑
者
の
尋

問
、
清
恨
の
収
集
、

性
格
」
河
川
、
校
術
的
山
崎
山
述
、
校
五
、
聞
は
余
、
手
卵
、
え
を
行
い
、
設
判
告
の
点
下
前
の
百
川

川
三
げ
↓
弘
、

ー
メ
己
庁
長

人
一
山
上
ぴ
物
の
同

JP〈
相
け
て
会
話
お
よ
び
り
一
み
よ
り
他
の
形
態

ω活
七
の
符
ヲ
ア
勺
ム
ノ
権
限
義
務
、
校
告
の
に
め
に
司
法
営
祭
服
一
同
を
用
い
る
倹
鋲
宮
の
権
限
、

〔
司
法
受
持
小
職
貝
は
、
総
統
さ
の
J
寸
問
お
よ
び
椛
疑
平
日
と
の
け
刈
貨
の
一
会
伴
を
受
け
る
こ

t
が
で
き
な
い
骨
の

j

ワ
一
平
佐
川
川
グ
」

才
一

1
7
i
j
l
f

っ
き
、
日
体
的
か
っ
き
め
細
か
く
，
心
的
ぐ
っ
、
れ
丈
お
よ
い
従
っ
℃
認
派
す
る
検
祭
円

t
号
f

－

V
ば
め
た
ま
に
、
乙

市
市
仔
ら
れ
た
供
述
の
快
い
い
川
刊
誌
性
に
悶
L
亡、

「
被
疑
考
に
よ
り
弁
護
人
の
立
会
い
な
く
司
け
拡
散
」
也
不
戦
口
に
什
刊
し
て
な
さ
れ
た
供
述
に

関
「
司
令
訓
二
」
に
よ
る
場
合
町
ム
パ
む
、
紘
一
但
付
さ
れ
十
一
一
汁
拠
の
公
判
で
の
あ
ら
、
が
る
使
い
い
切
の
然

号
）
」
、
「
第
斗
ー
八
uら
に
よ
り
保
管

ぺ、，れ
AU
主一川凶

一d
っ
て
作
成
さ
れ
ま
に
は
そ
珂
汽
れ
た
主
寸
古
川
）

を
弾
劾
り
た
め
に
用
、
る
当
事
者
の

；：、：OGc 9' ［似]<o，主？） 56 !.3 11づ！） c:つ



権

能

、

弾

劾

の

h
J

め
に
田
川
い
ら
れ
に
宍
貯
の
う
ち
、

＼＇.村2
" 伝ミ

号ui言
ト

に

fi' 
成,, 
：七
ゴ＇s w 

の
・

4
一
訴
訟
川
町
資
料
総
い
編
総
ず
る
総
刊
川
心
持
阪

' 

F
E
、i
F
入
、
き
ご

I
J

写
ノ
三
寸
1
h
f
p
刀
l
k
ノ
王
作
J
h
c
プ
f
i
f
J
、fp
t

九
八
七
午
の
ゾ
汚
染
伴
法
は
、
情
M
一
戸
川
【
機
関
に
よ
る
い
仮
疑
苦
か
ら
の
供
述
旅
芸
品
の
げ
法
指
針
主
小
ず
反
乏
を
比

イタ Jγ11;1'J'#c千百iLJこ〕ける岐令域医こよ；s被H甘）｝つのfO:；ポ主主取［枇

」
の
よ
ニ
ノ
に

い
政
的
配
却
に
｛
一
に
め
一
に
が

三
｝
に
は
れ
川
一
品
川
出
、
ー
に
お
け
る
同
制
度
に
閑
ず
る
げ
よ
い
、

ヘ
ム
ヤ
法
院
川
仰
を
ム
パ
h
h）
実
務
て

L
て
学
説

に
お
い
て
羽
れ
た
基
本
的
な
党
相
川
が
す
べ
て
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
三
こ
と
が
む
き
る
。
そ

L
て
、
現
行
川
点
作
の

lv
法
話
は
、
総
本

日
に
、
こ
の
v
益
法
委
任
法
の
定
げ
の
る
止
法
治
d
k
に
し
止
が
っ
て
、
川
校
長
絞
は
に
一
d

る
被
疑
者
一
い
ら
の
除
法
一
次
取
り
子
紘
を
定
氏
た
の
で

あ
る
。

－N
川）

E
U
ω
九
一
、
回
す
も
、
山
一
己
叫
人
4
A
J
J

古
川
作
ヶ
る
枚
以
同
小
心
J

市
問
問
査
わ
対
魚
1
1
r
w
柱
列
、

J

円

注

7K認
お
）
が
ひ
愉
川
正
に

υ
八
千
？
寸
A
人
々
ー
は
也
れ
ん
ν
一定め

t
、心人一

（
叫
一
七
心
枕
主
に
つ
L
こ
は
、
〔
同
岩
手
（
r
J
M
F
J
H
C
J

？
L
ミ
5
5
2
2、Jh－
2
2
5
n
f
τ
g
s参
照
〈

戸
別
）
こ
の
手
伝
は
、
一
節
弘
－
一
耳
目
山
一
4

げ
て
な
く
、
被
疑
主
を

L
hわ
九
二
し
／
れ
わ
れ
る
阿
川
確
認
ニ
r
c
n
U
5
2
E
h
F
、
暗
託
経
定

号

2
5
2
2
5
究
己
主
に
う
を
当

yる
も
の
！
乙
さ
れ
て
い
た
ι

－
幻
も
一
と
よ
、
ぷ
一
川
町
例
外
乙
し
て
、
抗
つ
口
八
が
し
欠
席
叩
弘
前
を
え
け
も
［
戸
、
は
け
ら
の
寄
w
U
R
と
法
研
～
出
反
し
な
い
出
血
ベ
「
－

7
之
は
h
k

一
事
恒
川
章
、
問

や
す
ん
け

E
h
場
む
に
は
、
持
r

一人
k
九
ば
弁
護
人
の
司
百
円
ぷ
に
ト
亡
、
被
牛
人
が
審
問
4γ

ま
に
ば
検
察
官
に
対
L
て
れ
J
J
r

一
明
、
注
幻
斗
古
川
去
の
問

ー
で
か
詐
さ
れ
、
す
た
、
総
hhdH｛
川
〉
市
ふ
に
と
れ
、
被
L
Z

川人
t
u
J
Y
J品
判
事
に
刈
し
て
「
ゃ
っ
た
似
述
内
中
山
読
が
叶
戸
れ
る
も
の
と
さ
れ
マ
い
よ
（
］
げ

？
糸
川
八
寸
条
七

一
以
～
こ
う
よ
う
に
、

公
ら
び
に
、
尋
問
、
ー
バ
又
、
担
索
、
押
収
、

一
九
七
ハ
ノ
立
f

代
の
イ
タ
／
づ
に
お
い
一
は
、
被
疑
音
被
i

口人の一
J

諸
山
な
権
利
か
陪
γ

〈
強
化
す
？
ヱ
リ
ム
仰
ぐ
の
問
主
淀
川

の
全
日
改
半
心
任
怖
L

、
組
機
犯
罪
ア
ロ
リ
ズ
ム
叩
m
か
り
J

慌
の
一
ん
に
、
む
〆
ろ
そ
れ
を
梶
山
刊
グ
る
り
内
で
心
改
王
寺
戸
ヤ
ロ
ご
、
汗
わ
れ
て

ー
の
と
ち
る
J

九
じ
八
作
十
に
剥
投
々
礼
三
川
川
訴
訟
九
条
む
こ
と
、
い
ん
lr
の
戒
が
訴
出
1

準
偽
法
長
一
円
間
同
直
規
定
心
開
係
、
つ
い

:1:,)(}(lt？：日 ＇｝ lb: 6日、 ＇？〔'JG'9 J 



"' 

て
は
、
／
一
一
一
吋
豆
一
～
吋
去
、
で
ミ
さ
か
へ
た
吉
コ
と
と
え
2
3
p
hぞ
R
L
P

凡さごい内定

2
f
h

山（）やむ
u
m
m
川C

－
湖
、
に
内
の
丈
は
目
、
九
十
の
汗
宅
摂
！
戸
人
三
一
ヘ
J

ヘ
サ
へ
い
円
ム
【
の
法
律
第
一
ム
ヘ
」
庁
に
転
校
）

｛

G

い小／問、）「

－ハ！

～人
J

て
削
除
さ
れ
に
（
言
ι尚
三
汀

Jr. 
lし

-" 
訓 J

コ
附
訟
用
り
が
吋
川
終
日
い
細
川
枕
す
る
L

一
と
は
い
古
該
一
川
県
に
公
判
で
の

悦
凶
川
町
詑
刊
」
中
認
め
る
こ
と
を
じ
町
、

d
v

七

i] 

川以

f
、
イ
タ
ワ
ア
の
川
刑
事
訴
訟
法
、
に
お
い
て
司
比
一
帆
れ
い
議
［
は
お
k

び
十
八
和
一
E

A
従
事
に
－
A

つ
ど
4
J
者
有
始
前
に
行
伝
わ
れ
て

L、

予
備
段
査

ち

ま

戸

5
2
r
t
に
お
け
る
被
疑
若
か
ら
の
供
述
ぷ
取

f
絞
り
金
窓
口
い
し
い
己
殺
を
概
観
し
て
き
に
u

ホ
に

見
て
一
井
戸
～
1

〆
」
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
は
1u
う
に
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
同
訓
度
の
村
山
ん
い
羽
な
従
還
は
、
そ
の
尚
々
の
孜
治
J

七
判
断
の
粕
み

重
ね
に
よ
J

て
成
わ
M
J
c
h
v
る
と
い
一
〕
こ
ー
と
が
で
き
る
、
ん
、
仙
川
方
で
、
を
の
浩
一
秤
か
ら
は
、

に
よ
る
被
疑
者
か
ら
の
俣
市
一

ほ
取
の
刑
事

T
紘
一
心
理
論
的
位
置
つ
行
を
布
ず
る
に
み
た
っ
て
一
立
し
て
行
存
す
r
竺
一
つ
の
県
本
的
制
点
と
柏
山
山
す
る
と
と
が
こ
ぎ

る
よ
う
に
が
わ
れ
る
υ

•.21 

そ
の
一
は
、
同
伝
的
〕
F
庁
職
員
お
よ
び
怜
バ
4
T
Jぃh
山
よ
る
被
疑
H

苦
か
ら
の
供
J
一
採
取
手
絞
の
円
約
九
也
い
し
駒
山
十
む
と
う
珂
川
併
す
る
か

と
い
ろ
問
題
関
心
と
あ
る
戸
旧
制
訴
法
ト
の
え
ん
仇

L
h
い
て
は
、

仮
知
必
口
小
一

の
「
法
的
怜
裕
一
足
立
E
恒
三
三
4
8）
に
悶

し
て
、
と
れ
な
「
防
御
三
J

段

戸町

一司

ー
す
る
見
解
1

、
「
一
昨
叩
川
島
棋
の
子
段
二
〕
J
Z
N
C
牛

L

と
ず
る
防
相
肝
、

？一、

L
て、

F

～lJ
A
n
λ
叶

y
一

；
、
ど
占

「
ポ
拠
ぷ
焦
心
快
諾
」
を
も
、
よ
ね
備
え
～
J
4
幻
1

「
／
て
刊
ぺ
円
滑
す

本
来
の
制
反
越
己
円
山
川
防
御
の
千
下
べ
L

？J
どだ
ζ

の
一
［
一
巳
躍
が
岩
本
的
に
刈
zv
し
て
い

h

一
心
問
械
は
、

／一
h
bけ
、
被
疑
お
の
供
述
採
ば
手
続
心
H
パ
休
的
門
存
、

ζ
h
わ
汁
、

昨
抗
日
附
註
♂
《
山
戸
門
戸
P
Z
L

お
よ
び
pf一
足
人
立
会
い
こ
の
河
速
に
お
い

て
L
J
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1

～
ハ

［似]<o，主；＂） 56 1.3 lCI! C話、11066.9 ・' 



治
に
も
い
町
三
よ
ふ
に
、

山
羽
川
一
品
怯
ハ
り

rv
－
f
い
者
は
、

ハ
〆
な
く
と
7
0
支
向
き
に
は
」
れ
中
」
防
御
（
U
f段
」
と
し
て
也
前
づ
け
る

v
取
に

げ
っ
て
い
た
が
、
学
説
の
な
か
に
は
、
当
初
、

限
続
ZE
の

い
弁
護
人
の
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会
い
が
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め
ら
れ
て
い
な
か
っ
丈
こ
と
か
ら
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jし
を

と、
ν
て
H
W
U
4
つ
け
る
見
解
号
、
右
方
で
あ
っ
L

句
、
こ
れ
は
、
弁
話
人
の
〆
一
会
い
の
も
と
で
の
「
技
術
的
・
阜

門
的
防
御

の
保
障
を
、
「
防
御
心
T
A
4
」
と
し
て
の
什
格
っ
け
に
古
川
欠
の
民
主
乙
み
る
も
の
と
い
え
よ
ミ
J

反
対
に
、
こ
れ
を
、

防
御
の

7
設

と

L
て
位
串
づ
け
る
兄
鮮
は
、
そ

F

民
る
被
疑
事
実
の
告
知
ど
、
被
疑
か
刊
の
応
答
犯
人
円
山
佐
江

黙
秘
権
」

黙
h

秘
権
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位
当
祭
お
よ
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l
法
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h
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し
は
い
権
刊
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Z
C
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求
め
た
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こ
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、
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質
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山
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x
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c－
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内
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ロ
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」
日
仏
障
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
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E
わ
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弓
問
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い
て
、
波
疑
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は
、
被
疑
事
支
を
古
紅
3
れ
た
う
え
て
、
そ
れ
に
利
し
て
、
「
執
］
祭
お
よ
び
司
法
機
坊
に
協
ハ
リ
し
店
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権
利
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の
保
降

の
下
で
弁
…
叫

γ

ら
ー
れ
る
の
で
丸
山
り
、
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の
一
一
と
が
、
そ
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一
紛
糾
の
手
段
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と
し
て
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性
絡
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認
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れ
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で
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め
る
r

W
一
れ
は
、
一
リ
己
山
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行
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湯
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け
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こ
こ
立
は
、
被
疑
者
心
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号
問
一
を
命
ず
る
に
ゐ
た
り
、
同
人
の
防
御
棒

弁
護
人
り
げ
ム
五
い
の
も
と
で
の
「
技
術
的
専
門
的
防
御
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の
レ
ど
ち
ら
を
強
調
す
る
伊
に
ょ
っ
と
、
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の
「
伝
的
ド
支
が
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さ
れ

る
と
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ら
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い
る
こ
と
が
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れ
る
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す
げ
よ
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て
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に
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、
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仮
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述
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；
段
」
と
し
て
の
立
体
外
土
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
の
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御
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自
門
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／
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述
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司
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や
検
察
円
に
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授
食

お
け
川
る
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つ
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と
う
珂
解
ト
J

る
か
と
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問
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明
河
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あ
｝
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な
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一
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し
て
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衿
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収
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さ
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的
の
事
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司
叫
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む
山
供
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れ
る
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訟
拠

T
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し
て
の

資
絡
ま
小
什
内
と
す
る
か

こ
の
場
合
に
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、
司
法
融
］
察
牧
一
同
お
工
び
検
察
（
け
に
、
仏
る
予
備
段
古
川
一
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54
つ
ぽ
つ
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別
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訴
権
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胃

E
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心
汗
慨
に
附
け
ら
れ
ん
J

J

予
備
的
な

L

寸
前
動
と
J

て
坦
解
さ
れ
、
公
判
け
と
の
関
係
で
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の
1

採
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で
は
な
く

d一
3

ば
ら
訓
拠
の

特
f
弘

L

のん一

mrhpf
わ
れ
る
も
の
乙
さ
れ
る
こ
一
に
な

ヲ
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い
」

h
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の
手
続
的
保
降
を
件
付
わ
せ
る
か
と
い
、
？
か

の

p
rや
笠
つ
け
つ
つ
、
こ
れ
に
五
式
予
一
審
と

川
町
川
訴
法
ヘ
に
お
け
る
校
十
九
H
絞
認
に
よ
る
被
疑
者
か
ら
の
供
述
深
山
県
下
絞
の
改
革
の
近
犯
に
は

。〉

つ
の
品
川
川
相
仰
の
向

て
と
る
、
ア
乙
九
J

で
き
ご
令

こ
こ
立
法
、
陪
査
機
川
崎
パ
が

郎
事
訴
諸
ノ
仁
堵
門
E

の
小
人
げ
の
に
供
述
採
取
z
ぜ
行
い
、
干
の
結
川
ポ
J
D
T

判
別
す
る
こ
、
、
が
で
き
る
h
v
T
h
J

か
こ
い

〉
つ
杓
震
と
、
そ
の
村
山
巣
を
ぷ
判
所
り
ト
実
一
立
定
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
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こ
し
う
一
公
判
健
川

1
能
Y

汁

の同町山
1
4
が
明
確
に
ベ
別
さ

れ
、
た
と
え
、
問
者
が
汁
υん
さ
れ
て
も
、
没
者
か
否
記
さ
れ
る
f
と
が
占
わ
り
う
る
一
寸
L

仁

ご
こ
い
に
重
和
ぃ
、
守
れ
る
の
ぼ
、
と
り
わ

山
川
、
対
審
を
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成
す
る
子
続
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的
保
泊
の
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市
古
卜
索
ず
に
あ
り
、
こ
む
こ
と
か
ら
、
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J
L
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そ
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巣
作
ら
わ
た
供
述
に
比
蚊
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川
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り、い

従
凶
て
公
判
で
の
伎
収
可
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性
を
占
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
↓
γ
め
桜
台
の
み
て
公
判
に
山
内
川
じ
に
手
続
的
保
障
が
伴
保
さ
れ
な
け
れ
ば
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一
ら
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い
こ
と
が
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
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で
あ
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イ
タ
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ア
の
凶
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訴
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に
お
け
る
叙
存
絞
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絞
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告
か
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供
出
採
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手
続
の
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料
幼
作
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の
問
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紅
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の
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と
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亡
と
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一
入
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九
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述
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｝

Jて
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九
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と
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E
論
じ
ら
れ
℃
ざ
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そ
の
止
め
で
あ
る
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b
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担
み
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い
ず
れ
に
ぜ
よ
、
授
査
隊
関
に
よ
ア
臼
託
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の
双
集
手
続
の
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旨
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日
的
あ
る
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は
川
事

T
絞
L
L
の
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者
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け
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当
一
政
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続
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お
付
る

T
続
的
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障
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門
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だ
け
で
江
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に
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う
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さ
れ
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貸
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の
司
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法
上
の
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わ
け
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作
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け
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に
お
け
る
被
告
機
悶

ι
よ
る
被
疑
若
か
ら
の
供
注
採
取
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獄
中
」
め
く
る
議
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に
ナ
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に
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に
友
れ
て
い
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の
で
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そ
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烹
什
休
明
、
、
イ
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）
ア
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訴
法
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関
に
よ
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供
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さ
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相
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仕
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、
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；
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去
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－
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仁
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｛
一
九
二
月
〆
三
甲
子
｛
》

dA
）（勾町、子」ミヨ
λ
え
言
、
ミ
ト
司
、
さ
弘
、
主
主
三
丈
一
｝
一

JU
口

〔
U

『詔
1
l
j

ア
ド
／
叱
足
守
号
、
尽
な
ミ

dmRhm4hkm
たれ巳戸｝て］｛り叶－

H4
〉ryJ？
ヌ
戸
ト
内

2
2
2

去、どどど
E
h
E
2ぶ
犯
と
た
た
句
、
べ
九
hhwhh～
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さ
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付
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